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議 案  

番 号  
件               名  備   考  

１ ３  
薩 摩 川 内 市 少 子 化 対 策 ・ 子 育 て 支 援 基 本 条 例 の

制 定 に つ い て  

 

 

１ ４  
薩 摩 川 内 市 未 来 の ま ち 創 生 整 備 基 金 条 例 の 制 定

に つ い て  

１ ５  
薩 摩 川 内 市 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

１ ６  
可 愛 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 新 築 （ 建 築 ） 工

事 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て  

１ ７  
刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係

条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

１ ８  
薩 摩 川 内 市 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

１ ９  
薩 摩 川 内 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

２ ０  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の

番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 う 関

係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

２ １  

薩 摩 川 内 市 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 人

員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

２ ２  

薩 摩 川 内 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 包 括 的 支 援

事 業 の 実 施 に 係 る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

２ ３  

薩 摩 川 内 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 及 び 薩 摩 川 内 市 特 定 教

育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に

関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 制 定 に つ い て  

２ ４  
薩 摩 川 内 市 国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

２ ５  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 感 染 し た 薩 摩 川 内

市 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 等 に 対 す る 傷 病 手 当

金 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

２ ６  

薩 摩 川 内 市 水 道 の 布 設 工 事 監 督 者 の 配 置 基 準 及

び 資 格 基 準 並 び に 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 基 準 に

関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ

い て  

２ ７  
薩 摩 川 内 市 総 合 運 動 公 園 の 有 料 公 園 施 設 等 の 指

定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

 

２ ８  

薩 摩 川 内 市 藺 牟 田 池 自 然 公 園 施 設 及 び 薩 摩 川 内

市 祁 答 院 生 態 系 保 存 資 料 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指

定 に つ い て  
  



２ ９  
道 路 メ ン テ ナ ン ス 事 業 飯 母 橋 橋 梁 上 部 工 工 事 請

負 契 約 の 締 結 に つ い て  

 

３ ０  
５ 災 第 １ 号 市 道 江 石 里 線 道 路 災 害 復 旧 工 事 請 負

契 約 の 変 更 に つ い て  
 

３ １  
薩 摩 川 内 市 入 来 公 園 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 に

つ い て  

 

３ ２  
都 市 公 園 （ 川 内 地 域 及 び 樋 脇 地 域 ） の 指 定 管 理

者 の 指 定 に つ い て  

 

３ ３  
都 市 公 園 （ 樋 脇 地 域 ） 及 び 普 通 公 園 （ 入 来 地 域

及 び 祁 答 院 地 域 ） の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

 

３ ４  
普 通 公 園 （ 川 内 地 域 ） の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ

い て  

 

３ ５  
普 通 公 園 （ 川 内 地 域 、 樋 脇 地 域 及 び 東 郷 地 域 ）

の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  
 

３ ６  
普 通 公 園 （ 樋 脇 地 域 ） の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ

い て  
 

３ ７  
普 通 公 園 （ 東 郷 地 域 ） の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ

い て  

 

３ ８  
普 通 公 園 （ 里 地 域 ） の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い

て  

 

３ ９  
普 通 公 園 （ 上 甑 地 域 ） の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ

い て  

 

４ ０  
普 通 公 園 （ 下 甑 地 域 ） の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ

い て  

 

４ １  
普 通 公 園 （ 鹿 島 地 域 ） の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ

い て  

 

４ ２  
薩 摩 川 内 市 寺 山 い こ い の 広 場 の 指 定 管 理 者 の 指

定 に つ い て  

 

４ ３  
薩 摩 川 内 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

制 定 に つ い て  

 

４ ４  
薩 摩 川 内 市 一 般 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 制 定 に つ い て  

 

４ ５  令 和 ６ 年 度 薩 摩 川 内 市 一 般 会 計 補 正 予 算  予 算 書 は 別 冊  

４ ６  
令 和 ６ 年 度 薩 摩 川 内 市 温 泉 給 湯 事 業 特 別 会 計 補

正 予 算  

 

４ ７  
令 和 ６ 年 度 薩 摩 川 内 市 天 辰 第 一 地 区 土 地 区 画 整

理 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算  

 

４ ８  
令 和 ６ 年 度 薩 摩 川 内 市 天 辰 第 二 地 区 土 地 区 画 整

理 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算  

 

 



４ ９  
令 和 ６ 年 度 薩 摩 川 内 市 入 来 温 泉 場 地 区 土 地 区 画

整 理 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算  

 

５ ０  
令 和 ６ 年 度 薩 摩 川 内 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会

計 補 正 予 算  

 

５ １  
令 和 ６ 年 度 薩 摩 川 内 市 国 民 健 康 保 険 直 営 診 療 施

設 勘 定 特 別 会 計 補 正 予 算  

 

５ ２  
令 和 ６ 年 度 薩 摩 川 内 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補

正 予 算  

 

５ ３  令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 一 般 会 計 予 算   

５ ４  
令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 温 泉 給 湯 事 業 特 別 会 計 予

算  

 

５ ５  令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 予 算  
 

５ ６  
令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 天 辰 第 一 地 区 土 地 区 画 整

理 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

５ ７  
令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 天 辰 第 二 地 区 土 地 区 画 整

理 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

５ ８  
令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 入 来 温 泉 場 地 区 土 地 区 画

整 理 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

５ ９  
令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会

計 予 算  

 

６ ０  
令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 国 民 健 康 保 険 直 営 診 療 施

設 勘 定 特 別 会 計 予 算  

 

６ １  
令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予

算  

 

６ ２  
令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別

会 計 予 算  

 

６ ３  令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 水 道 事 業 会 計 予 算  
 

６ ４  令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算  
 

６ ５  令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算  
 

 



議案第１３号 

薩摩川内市少子化対策・子育て支援基本条例の制定について 

 

薩摩川内市少子化対策・子育て支援基本条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

社会全体として少子化対策・子育て支援に取り組むため、少子化対策・子育て

支援に関し、基本理念を定め、及び市、事業者、市民等の責務を明らかにすると

ともに、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、喜びを実感しながら安心して子どもを

産み、育てることができるとともに、子どもが心身ともに健やかに成長すること

ができるよう環境の整備を図り、もって豊かで活力ある持続可能な社会の形成に

寄与するため、本条例を制定しようとするものである。 

これが本案提出の理由である。 
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薩摩川内市少子化対策・子育て支援基本条例 

 

子どもは未来を創る希望であり、かけがえのない地域の宝である。本市の全て

の子どもが、美しい自然と豊かな歴史・文化の中で、夢と愛郷心を抱きながらの

びのびと育ち、その笑顔が生き生きと輝き続けることは、本市で暮らす私たちの

普遍の願いである。 

しかしながら、近年、将来の生活への不安や、仕事と家事・育児の両立の難し

さなどの様々な要因により、全国的に少子化が進行しているほか、子どもの貧困 

や虐待などの社会問題が顕在化し、子どもを取り巻く環境が大きく変化している。 

特に、これ以上の急速な少子化の進行は、若年層の人口の減少を通じて、産業や

身近な地域活動などの担い手不足を招き、各地域社会の活力の維持と、時にはそ

の存立に、深刻な影響を及ぼすおそれもある。 

これらの状況は、本市においても例外ではなく、一人でも多くの市民の結婚や

子どもを授かることに関する望みがかなえられ、子どもを安心して産み、育てる

ことができる環境を整備することは、喫緊の課題である。 

このような考えを踏まえ、市、事業者、地域住民など多様な主体の相互の連携

の下、結婚、妊娠、出産、育児などの各段階に応じて切れ目なく支援を行うこと

により、本市の未来を担う子どもが、それぞれの家庭や地域において健やかに育

まれ、心豊かに成長するとともに、子どもも大人も共に笑顔で明るく暮らすこと

ができるまちの実現を目指して、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、社会全体として少子化対策・子育て支援に取り組むため、

少子化対策・子育て支援に関し、基本理念を定め、及び市、事業者、市民等の 

責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、 

家庭や子育てに夢を持ち、かつ、喜びを実感しながら安心して子どもを産み、

育てることができるとともに、子どもが心身ともに健やかに成長することがで

きるよう環境の整備を図り、もって豊かで活力ある持続可能な社会の形成に寄

与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「少子化対策・子育て支援」とは、家庭や子育てに夢

を持ち、かつ、喜びを実感しながら安心して子どもを産み、育てることができ

るとともに、子どもが心身ともに健やかに成長することができる社会の形成を

図るために行われる取組をいう。 

（基本理念） 

第３条 少子化対策・子育て支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われる

ものとする。 

⑴ 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の

下、市、事業者、市民等が相互に連携し、及び協力して取り組むこと。 
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⑵ 医療、保健、福祉、教育、経済その他の各関連分野において、総合的に取

り組むこと。 

⑶ 結婚、出産及び育児に関する個人の意思が尊重されるよう配慮すること。 

⑷ 子どもの権利を最大限に尊重し、かつ、その最善の利益を優先して考慮す

るとともに、全ての子どもが心身ともに健やかに育成されるよう配慮するこ

と。 

⑸ 各地域における自然的、経済的及び社会的な特性を踏まえて取り組むこと。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、 

少子化対策・子育て支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を

有する。 

２ 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、各地域における創意工夫を 

尊重し、並びに自然的、経済的及び社会的な特性に配慮するとともに、事業者、 

市民等の理解と協力を得るよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、基本理念にのっとり、少子化

対策・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深め、少子化対策・子育て支

援に自主的かつ積極的に取り組むとともに、市が実施する少子化対策・子育て

支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、子どもを産み、育てる者が充実した職業生

活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、必要な雇用環境の

整備に努めるものとする。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、少子化対策・子育て支援の重要性に対す

る関心と理解を深めるとともに、市が実施する少子化対策・子育て支援に関す

る施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 市民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、喜びを実感しながら安心して子ど

もを産み、育てることができるとともに、子どもが心身ともに健やかに成長す

ることができる社会の形成に資するよう努めるものとする。 

（保護者の責務） 

第７条 父母その他の保護者は、子育てについての第一義的責任を有するもので

あって、子どもを心身ともに健やかに育成するとともに、市が実施する少子化

対策・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（結婚等を望む者に対する支援） 

第８条 市は、事業者、市民等と連携しつつ、結婚、出産等を望む者に対し、情

報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（母子保健医療体制の整備等） 

第９条 市は、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査及び保健指導、産後ケアその 

他の母子保健サービスの提供体制の充実、妊産婦及び乳幼児に対する良質かつ 
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適切な医療（助産を含む。）の提供体制の確保その他の安心して子どもを産み、 

育てることができる母子保健医療体制の整備のために必要な施策を講ずるもの

とする。  
２ 市は、不妊治療等（不妊治療及び不育治療をいう。以下同じ。）を望む者に

対し、良質かつ適切な医療サービスが提供されるよう、不妊治療等に対する助

成その他必要な施策を講ずるものとする。 

（保育サービス等の充実等） 

第１０条 市は、保育サービス等を担う人材の育成及び確保並びに保育サービス

等を提供する施設の整備の促進その他の子どもを産み、育てる者の多様な需要

に対応した良質な保育サービス等の提供体制の充実のために必要な施策を講ず

るとともに、子育てに関する情報の提供及び相談の実施、子ども及び子どもを

産み、育てる者が相互の交流を行う機会の確保その他の子育て支援に関し必要

な施策を講ずるものとする。 

（地域における環境の整備等） 

第１１条 市は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、喜びを実感しながら安心して

子どもを産み、育てることができるとともに、子どもが心身ともに健やかに成

長することができる地域社会の形成を図るため、地域において少子化対策・子

育て支援に取り組む民間団体の支援、子どもを含めた地域住民が楽しめる催し

の開催の促進、安心して子どもを遊ばせることができる広場その他の場所の確

保、犯罪及び事故の防止に配慮した生活環境の整備その他の必要な施策を講ず

るものとする。 

（教育環境の整備等） 

第１２条 市は、子どもが豊かな人間性を育みながら心身ともに健やかに成長す

ることができるよう、子どもの特性等に応じた学校教育等の推進、多様な学習

機会の提供その他の教育環境の整備に関し必要な施策を講ずるとともに、家庭

教育等に関する情報の提供及び相談の実施その他の家庭教育の向上等のために

必要な施策を講ずるものとする。 

（経済的負担の軽減） 

第１３条 市は、子どもを産み、育てる者の経済的負担の軽減を図るため、子ど

もの医療、保育、教育等に要する費用についての支援その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

（雇用環境の整備等） 

第１４条 市は、子どもを産み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな

家庭生活を享受することができる雇用環境の整備を促進するため、育児休業制

度等の普及及び働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備の促進等に関す

る表彰の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 市は、市内での就労等を望む者の就業の促進に資するよう、雇用機会の創出、 

職業能力の開発の促進等を図るために必要な施策を講ずるとともに、本市への 

の移住、定住等の促進のために必要な施策を講ずるものとする。 
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（教育及び啓発） 

第１５条 市は、生命の尊厳並びに子育てにおいて家庭が果たす役割及び家庭生

活における性別による固定的な役割分担等の解消の協力の重要性について市民

の認識を深めるよう必要な教育及び啓発を行うものとする。 

（子どもの権利利益の保護等） 

第１６条 市は、子どもの権利利益の保護に関する広報その他の啓発活動を行う

とともに、できる限り、子どもの意見を少子化対策・子育て支援の実施に反映

させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、児童虐待、いじめその他の子どもに対する人権侵害を防止し、及び早

期に発見し、並びに適切かつ迅速にこれに対処するため、県その他の関係機関

と連携しつつ、相談支援体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。 

（社会的気運の醸成等） 

第１７条 市は、社会全体として少子化対策・子育て支援に取り組む気運を醸成

するため、少子化対策・子育て支援の重要性等に関する情報の提供、意識の啓

発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（関係者相互の有機的な連携の確保） 

第１８条 市は、少子化対策・子育て支援が適正かつ円滑に行われるとともに、

少子化対策・子育て支援に係る支援が当該支援を必要とする者に対して切れ目

なく行われるよう、医療、保健、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及

び地域において少子化対策・子育て支援に取り組む民間団体その他の関係者相

互の有機的な連携の確保に努めるものとする。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１４号 

薩摩川内市未来のまち創生整備基金条例の制定について 

 

薩摩川内市未来のまち創生整備基金条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

本市の地域振興及び地域住民の福祉の向上を図るために実施する公共施設等の

整備に要する経費の財源に充てるため、薩摩川内市未来のまち創生整備基金を設

置したいが、これについては、地方自治法第２４１条第１項及び第８項の規定に

より条例で定める必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（基金） 

第２４１条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のた

めに・・・略・・・資金を積み立て・・・略・・・るための基金を設けること

ができる。 

２～７ 略 

８ ・・・略・・・基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定め

なければならない。 
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薩摩川内市未来のまち創生整備基金条例 

 

（設置） 

第１条 本市の地域振興及び地域住民の福祉の向上を図るために実施する公共施

設等の整備に要する経費の財源に充てるため、薩摩川内市未来のまち創生整備

基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事

業交付金の全部又は一部及びその他の財源をもって、一般会計歳入歳出予算で

定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ

とができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金

に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上又は公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、

確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に

繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的を達成するために必要があると認める場

合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日又は令和７年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援

事業交付金の交付の申請に係る交付の決定の日のいずれか遅い日から施行する。 
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議案第１５号 

薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

本市が新たに設置する甑ミュージアム運営協議会について、その報酬の額を定

めようとするものである。 

これが本案提出の理由である。 
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薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例（平成１６年薩摩川内市条例第５２

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中第９９号を第１００号とし、第８０号から第９８号までを１号

ずつ繰り下げ、第７９号の次に次の１号を加える。 

(80) 甑ミュージアム運営協議会委員 日額 ４，７００円 

第２条第３項中「第１項第９８号及び第９９号」を「第１項第９９号及び第 

１００号」に改める。 

第５条第１項第１号中「第９３号まで及び第９５号から第９８号」を「第９４

号まで及び第９６号から第９９号」に改め、同条第３項中「第２条第１項第９９

号」を「第２条第１項第１００号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１６号 

可愛地区コミュニティセンター新築（建築）工事請負契約の変更に

ついて 

 

令和６年９月１７日の議決を経て締結した可愛地区コミュニティセンター新築

（建築）工事の請負契約を次のとおり変更するものとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

区 分 変 更 前 変 更 後 

契 約 金 額 ２８８，２００，０００円 ２９７，９１１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

可愛地区コミュニティセンター新築（建築）工事について、施工内容の一部を

変更して実施する必要が生じたため、工事請負契約の変更をしようとするもので

ある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 考 

 

１  契約の相手方  末廣・吉満特定建設工事共同企業体 

代表者 

所在地  薩摩川内市入来町副田５５２８番地 

会社名  株式会社末廣組 

代表取締役  山  下  結  城  

構成員 

所在地  薩摩川内市隈之城町２０８５番地 

会社名  株式会社吉満組 

代表取締役  吉  満  光  二  郎  

２  工 事 名  可愛地区コミュニティセンター新築（建築）工事 

３ 工 事 場 所  薩摩川内市御陵下町地内 

４ 工 期  着  手  令和 ６ 年 ９ 月１７日 

          完  成  令和 ７ 年 ７ 月１３日 
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議案第１７号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙

のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）の公布により、懲役及

び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑が創設されることに伴い、関係条例の整

理を行おうとするものである。 

これが本案提出の理由である。 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例 

 

（薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第１条 薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１６年薩摩川内市

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１５条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（薩摩川内市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 薩摩川内市職員の給与に関する条例（平成１６年薩摩川内市条例第５７

号）の一部を次のように改正する。 

第３０条第３号及び第４号並びに第３１条第１項第１号及び第３項第１号中

「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（薩摩川内市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正） 

第３条 薩摩川内市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例（平成１６年薩

摩川内市条例第３０１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（薩摩川内市環境保全条例の一部改正） 

第４条 薩摩川内市環境保全条例（平成２４年薩摩川内市条例第３８号）の一部

を次のように改正する。 

第３２条及び第３３条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（薩摩川内市行政不服審査会条例の一部改正） 

第５条 薩摩川内市行政不服審査会条例（平成２８年薩摩川内市条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

第９条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（薩摩川内市個人情報保護法施行条例の一部改正） 

第６条 薩摩川内市個人情報保護法施行条例（令和４年薩摩川内市条例第３１号） 

の一部を次のように改正する。 

附則第３条第３項及び第４項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（薩摩川内市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第７条 薩摩川内市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年薩摩川内市条

例第３６号）の一部を次のように改正する。 

第５３条から第５５条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下 

「刑法等一部改正法」という。）の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例 
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によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の

条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に

定める刑に刑法等一部改正法第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法

律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲 

役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。） 

又は旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに

限る。以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は

禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

４ 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例

その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用につ

いては、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑

に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の施行前に犯し 

た禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、 

第２条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例第３１条第１

項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の

規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみ

なす。 
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議案第１８号  
薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  
 

薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定する。  
 

令和  ７  年  ２  月１８日提出  
 

薩摩川内市長  田  中  良  二  
 
 
 
 
 
 
 
 
提 案 理 由  

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年法律第４２号）の公

布に伴い、所定外労働の制限の対象となる職員の範囲を拡大するほか、所要の規

定の整備を図ろうとするものである。  
これが本案提出の理由である。  
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薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例 

 

薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年薩摩川内市条例

第４６号）の一部を次のように改正する。 

第８条の２第２項前段中「定める者」の次に「（第１５条の３第１項において

「配偶者等」という。）」を加える。  
第８条の３第２項中「３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところに

より、当該」を「前項各号に掲げる職員が、規則の定めるところによりその」に

改め、同条第４項を次のように改める。  
４ 前３項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合にお

いて、第１項中「次に掲げる職員（職員の配偶者でその子の親であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同

じ。）において常態としてその子を養育することができるものとして規則で定

める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則の定めるところに

よりその子を養育」とあり、並びに第２項中「前項各号に掲げる職員が、規則

の定めるところによりその子を養育」とあり、及び前項中「第１項各号に掲げ

る職員が、規則の定めるところによりその子を養育」とあるのは「要介護者の

ある職員が、規則の定めるところにより当該要介護者を介護」と、第１項中  
「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間

をいう。）における」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するた

めの措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障が

ある」と読み替えるものとする。  
第１５条の２の次に次の２条を加える。  
（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等）  

第１５条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況

に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資

する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」とい

う。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又

は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認する

ための面談その他の措置を講じなければならない。  
２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４

月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を

知らせなければならない。  
（勤務環境の整備に関する措置）  

第１５条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよう

にするため、次に掲げる措置を講じなければならない。  
⑴ 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施  
⑵ 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備  
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⑶ その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置  
附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務制限

開始日とする改正後の薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条

の３第２項の規定による請求（３歳以上である同条第１項各号に掲げる子を養 

育するために行うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前においても、 

規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。 
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議案第１９号 

薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について 

 

薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 

（令和６年法律第７２号）等の公布に伴い、本市においても、これに準じて職員

の給料月額、初任給調整手当の限度額、期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに

特別職の職員及び議会議員の期末手当の支給割合を改定するほか、所要の規定の

整備を図ろうとするものである。 

これが本案提出の理由である。 
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薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（薩摩川内市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 薩摩川内市職員の給与に関する条例（平成１６年薩摩川内市条例第５７

号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項中「４１万５，６００円」を「４１万６，６００円」に改め

る。 

第２９条第２項中「１００分の１２２．５」を「、６月に支給する場合には

１００分の１２２．５、１２月に支給する場合には１００分の１２７．５」に

改め、同条第３項中「とする」を「と、「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の７１．２５」とする」に改める。 

第３２条第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「、６月に支給する場

合には１００分の１０２．５、１２月に支給する場合には１００分の 

１０７．５」に改め、同項第２号中「１００分の４８．７５」を「、６月に支

給する場合には１００分の４８．７５、１２月に支給する場合には１００分の

５１．２５」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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別表第１（第５条関係） 

行政職給料表 

職員の 
区分 

職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前
再任用
短時間

勤務職
員以外
の職員 

 

 円 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400 

2 184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000 

3 185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300 

4 186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500 

        

5 188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400 

6 189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700 

7 191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800 

8 192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800 

        

9 194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800 

10 196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100 

11 197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300 

12 199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500 

        

13 201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700 

14 202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000 

15 204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200 

16 206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500 

        

17 207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300 

18 209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200 

19 210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100 

20 212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900 

        

21 213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700 

22 215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500 

23 216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300 

24 218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100 

        

25 220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700 

26 221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200 

27 223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700 

28 224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200 

        

29 225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700 

30 226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000 

31 227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300 

32 228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500 

        

33 230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700 

34 231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000 

35 232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300 

36 233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500 
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 37 234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700 
 38 235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500 

 

39 236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300 
40 237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100 
        

41 238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700 
42 239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300 
43 239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900 

44 240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500 
        

45 241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200 

46 242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000 
47 242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400 
48 243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100 

        
49 243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600 
50 244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000 

51 245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400 
52 245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800 
        

53 246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200 
54 246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600 
55 246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000 

56 247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300 
        

57 247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600 

58 247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000 
59 247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300 
60 248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600 

        
61 248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900 
62 248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800  

63 249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100  
64 249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400  
        

65 249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600  
66 250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900  
67 250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200  

68 250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500  
        

69 250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700  

70 251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000  
71 251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300  
72 251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500  

        
73 252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700  
74 252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000  

75 252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300  
76 253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500  
        

77 253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700  
 
 

 

78 253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000  
79 253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300  

80 254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500  
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81 254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700  

82 254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000  
83 255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300  
84 255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500  

        
85 255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700  
86 256,000 297,100 344,500 383,300 396,500   

87 256,300 297,400 344,900 383,700 396,800   
88 256,600 297,700 345,300 384,100 397,000   
        

89 256,900 298,000 345,600 384,500 397,200   
90 257,200 298,300 346,000 385,000 397,500   
91 257,500 298,600 346,400 385,400 397,800   

92 257,800 299,000 346,800 385,800 398,000   
        

93 258,100 299,200 347,000 386,100 398,200   

94  299,400 347,400     
95  299,700 347,800     
96  300,100 348,200     

        
97  300,300 348,400     
98  300,600 348,800     

99  301,000 349,200     
100  301,400 349,500     
        

101  301,600 349,800     
102  301,900 350,200     
103  302,200 350,600     

104  302,500 351,000     
        

105  302,700 351,500     

106  303,000 351,900     
107  303,300 352,300     
108  303,600 352,700     

        
109  303,800 353,200     
110  304,200 353,600     

111  304,600 353,900     
112  304,900 354,200     
        

113  305,100 354,700     
114  305,300      
115  305,600      

116  306,000      
        

117  306,200      

118  306,400      
119  306,700      
120  307,000      

        
121  307,400      
122  307,600      

123  307,900      
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124  308,200      

        

125  308,500      

定年前

再任用
短時間
勤務職

員 

 
基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

 

円 
192,000 

円  
219,500 

円  
260,000 

円  
279,700 

円  
294,900 

円  
320,600 

円  
362,700 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 
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別表第２（第５条関係） 

ア 医療職給料表（一） 
 

職員の 

区分 

職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用
短時間
勤務職

員以外
の職員 

 円 円 円 円 円 

1 291,400 370,000 426,700 484,400 1,832,100 

2 293,700 372,600 428,700 486,200 1,834,400 

3 296,000 375,100 430,700 488,000 1,836,700 

4 298,200 377,600 432,600 489,800 1,839,000 

      

5 300,300 380,100 434,500 491,600 1,841,400 

6 303,800 382,800 436,100 493,300 1,843,700 

7 307,300 385,500 437,700 495,000 1,846,000 

8 310,700 388,100 439,300 496,700 1,848,300 

      

9 314,100 390,200 440,900 498,400 1,850,700 

10 317,600 392,700 442,700 500,500 1,853,000 

11 321,000 395,200 444,500 502,600 1,855,300 

12 324,400 397,700 446,300 504,700 1,857,600 

      

13 327,800 400,300 448,100 506,700 1,860,000 

14 331,300 403,000 449,900 508,600 1,862,300 

15 334,700 405,600 451,700 510,700 1,864,600 

16 338,100 408,100 453,500 512,700 1,866,900 

      

17 341,500 410,500 455,100 514,600 1,869,300 

18 344,600 412,700 457,100 516,600 1,871,600 

19 347,700 414,800 459,000 518,600 1,873,900 

20 350,800 416,900 460,900 520,400 1,876,200 

      

21 354,000 419,000 462,300 522,200 1,878,600 

22 357,100 420,500 464,100 524,000 1,880,900 

23 360,200 422,000 465,900 525,800 1,883,200 

24 363,200 423,500 467,700 527,600 1,885,500 

      

25 366,200 424,900 469,500 529,200 1,887,900 

26 368,500 426,400 471,300 531,000 1,890,200 

27 370,800 427,900 473,100 532,800 1,892,500 

28 373,000 429,300 474,900 534,600 1,894,800 

      

29 374,900 430,700 476,700 536,200 1,897,200 

30 376,600 432,200 478,500 538,000 1,899,500 

31 378,300 433,700 480,300 539,800 1,901,800 

32 380,100 435,100 482,100 541,500 1,904,100 

      

33 381,900 436,500 483,900 543,100 1,906,500 

34 383,700 438,000 485,800 544,900 1,908,800 

35 385,300 439,500 487,700 546,600 1,911,100 

36 386,700 440,900 489,600 548,300 1,913,400 
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 37 388,100 442,300 491,500 549,800 1,915,800 
38 389,600 443,700 493,200 551,400 1,918,100 

 

39 391,100 445,100 495,000 552,800 1,920,400 
40 392,600 446,500 496,800 554,400 1,922,700 
      

41 394,100 447,900 498,400 555,900 1,925,100 
42 394,800 449,300 500,200 557,300 1,927,400 
43 395,400 450,700 502,000 558,700 1,929,700 

44 396,100 452,100 503,600 560,000 1,932,000 
      

45 397,000 453,500 505,000 561,200 1,934,400 

46 397,600 454,900 506,700 562,200 1,936,700 
47 398,200 456,300 508,500 563,200 1,939,000 
48 398,800 457,700 510,200 564,200 1,941,300 

      
49 399,400 459,100 511,700 565,200 1,943,700 
50 399,900 460,800 513,000 566,100 1,946,000 

51 400,400 462,400 514,300 567,000 1,948,300 
52 400,900 464,000 515,600 567,900 1,950,600 
      

53 401,400 465,600 516,600 568,700 1,953,000 
54 401,800 466,800 517,900 569,600 1,955,100 
55 402,200 468,000 519,200 570,500 1,957,200 

56 402,600 469,100 520,500 571,400 1,959,300 
      

57 403,000 470,100 521,500 572,300 1,961,300 

58 403,400 471,100 522,300 573,200 1,963,600 
59 403,800 472,000 523,100 574,100 1,965,900 
60 404,200 472,800 523,900 574,800 1,968,200 

      
61 404,600 473,500 524,800 575,700 1,970,600 
62 405,000 474,200 525,600 576,600 1,972,900 

63 405,400 474,900 526,400 577,500 1,975,200 
64 405,800 475,500 527,100 578,400 1,977,500 
      

65 406,100 476,200 527,900 579,300 1,979,900 
66  476,900 528,700  1,982,200 
67  477,500 529,400  1,984,500 

68  478,100 530,300  1,986,800 
      

69  478,400 531,200  1,989,200 

70  479,000 532,000  1,991,500 
71  479,700 532,900  1,993,800 
72  480,400 533,800  1,996,100 

      
73  480,800 534,600  1,998,500 
74  481,400 535,500  2,000,800 

75  482,100 536,400  2,003,100 
76  482,800 537,100  2,005,400 
      

77  483,200 537,900  2,007,800 
78  483,800 538,800   
79  484,400 539,700   

80  484,900 540,600   
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81  485,400 541,400   

 

82  485,900 542,300   

83  486,400 543,200   

84  486,900 544,100   

      

85  487,300 544,900   

86  487,800 545,800   

87  488,200 546,700   

88  488,700 547,600   

      

89  489,200 548,400   

90  489,800    

91  490,400    

92  490,800    

      

93  491,300    

94  491,900    

95  492,500    

96  493,000    

      

97  493,500    

定年前
再任用
短時間

勤務職
員 

 
基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

 

円  

301,700 

円  

344,400 

円  

399,500 

円  

473,300 

円  

573,800 

備考 この表は、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。 
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イ 医療職給料表（二） 
 

職員の 

区分 

職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用 
短時間
勤務職

員以外
の職員 

 円 円 円 円 円 

1 188,600 227,400 258,500 278,600 303,500 

2 190,700 228,700 259,700 279,400 305,000 

3 192,800 230,000 260,800 280,200 306,500 

4 194,900 231,300 261,900 281,000 308,000 

      

5 196,900 232,500 263,000 281,800 309,500 

6 198,900 233,600 263,800 282,600 310,900 

7 200,900 234,600 264,600 283,400 312,300 

8 202,700 235,600 265,400 284,100 313,700 

      

9 204,500 236,700 266,200 284,800 315,000 

10 206,400 237,900 267,000 285,500 316,400 

11 208,300 239,200 267,800 286,200 317,800 

12 210,400 240,500 268,600 287,000 319,200 

      

13 212,100 241,800 269,400 287,800 320,600 

14 214,100 243,100 270,200 288,600 322,200 

15 216,300 244,400 271,000 289,400 323,700 

16 218,400 245,600 271,800 290,100 325,200 

      

17 220,500 246,800 272,600 290,800 326,700 

18 221,600 248,000 273,400 291,900 328,300 

19 222,700 249,200 274,200 293,000 329,800 

20 223,800 250,400 275,000 294,200 331,300 

      

21 224,900 251,500 275,800 295,400 332,800 

22 225,800 252,400 276,600 296,600 334,400 

23 226,700 253,200 277,400 297,800 335,900 

24 227,600 254,000 278,200 299,000 337,400 

      

25 228,500 254,800 279,000 300,200 338,900 

26 229,400 255,600 279,900 301,400 340,500 

27 230,300 256,400 280,800 302,600 342,100 

28 231,200 257,200 281,600 303,800 343,600 

      

29 232,100 258,000 282,400 305,000 344,900 

30 233,000 258,800 283,300 306,200 346,400 

31 233,900 259,600 284,200 307,300 347,900 

32 234,800 260,400 285,000 308,500 349,400 

      

33 235,600 261,200 285,800 309,800 350,900 

34 236,400 262,000 286,900 311,000 352,400 

35 237,200 262,700 287,900 312,200 353,900 

36 238,000 263,500 288,900 313,400 355,300 

      

37 238,800 264,400 289,900 314,600 356,700 

38 239,600 265,200 291,000 315,700 358,300 
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39 240,400 266,000 292,000 316,900 359,800 
40 241,200 266,800 293,000 318,100 361,300 

      
41 241,800 267,600 294,000 319,300 362,500 
42 242,400 268,400 295,000 320,600 363,600 

43 243,000 269,200 296,000 321,900 364,800 
44 243,500 270,000 297,000 323,100 365,900 
      

45 244,000 270,700 298,000 324,000 366,900 
46 244,600 271,500 299,200 325,200 367,700 
47 245,100 272,300 300,300 326,400 368,700 

48 245,500 273,100 301,400 327,600 369,800 
      

49 245,900 273,800 302,500 328,700 370,800 

50 246,400 274,600 303,600 329,700 371,800 
51 246,900 275,300 304,700 330,700 372,800 
52 247,400 276,000 305,800 331,600 373,700 

      
53 247,700 276,700 306,900 332,500 374,500 
54 248,000 277,400 308,000 333,500 375,300 

55 248,300 278,100 309,100 334,500 376,200 
56 248,600 278,800 310,200 335,400 377,000 
      

57 248,900 279,500 311,200 335,900 377,500 
58 249,200 280,200 312,200 336,800 378,300 
59 249,500 280,900 313,200 337,500 379,100 

60 249,800 281,500 314,200 338,400 379,900 
      

61 250,100 282,100 315,200 339,100 380,300 

62 250,400 282,800 316,200 339,400 381,000 
63 250,700 283,500 317,200 339,900 381,700 
64 251,000 284,100 318,100 340,500 382,300 

      
65 251,300 284,700 319,000 341,100 382,700 
66 251,600 285,400 319,800 341,800 383,200 

67 251,900 286,100 320,500 342,500 383,800 
68 252,200 286,700 321,200 343,100 384,400 
      

69 252,500 287,300 321,800 343,800 384,800 
70 252,800 288,000 322,500 344,300 385,300 
71 253,100 288,700 323,100 344,900 385,800 

72 253,300 289,300 323,700 345,500 386,300 
      

73 253,500 289,900 324,300 345,800 386,900 

74 253,800 290,400 324,500 346,400 387,400 
75 254,100 290,800 325,000 346,900 388,000 
76 254,300 291,200 325,500 347,400 388,600 

      
77 254,500 291,600 326,100 347,900 389,100 
78 254,800 291,900 326,600 348,400 389,600 

79 255,100 292,200 327,100 348,900 390,100 
80 255,300 292,500 327,500 349,300 390,600 
      

81 255,500 292,800 328,100 349,600 390,900 
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82 255,800 293,100 328,600 349,900 391,400 
83 256,100 293,400 329,000 350,100 391,800 

84 256,300 293,700 329,500 350,400 392,200 
      

85 256,500 293,900 330,000 350,900 392,600 

86  294,100 330,400 351,200  
87  294,300 330,600 351,500  
88  294,500 330,900 351,800  

      
89  294,900 331,300 352,200  
90  295,100 331,700 352,500  

91  295,300 332,000 352,800  
92  295,500 332,300 353,100  
      

93  295,900 332,600 353,500  
94  296,100 332,800 353,800  
95  296,300 333,200 354,100  

96  296,600 333,500 354,400  
      

97  296,900 333,700 354,700  

98  297,100 334,000 355,100  
99  297,300 334,300 355,500  
100  297,600 334,600 355,900  

      
101  297,900 334,800 356,400  
102  298,100 335,100 356,800  

103  298,300 335,400 357,200  
104  298,600 335,600 357,600  
      

105  298,900 335,800 358,100  
106   336,000   
107   336,400   

108   336,600   
      

109   336,800   

110   337,200   
111   337,600   
112   338,000   

      
113   338,200   

定年前
再任用
短時間

勤務職
員 

 
基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

 
円  

193,000 

円  

219,600 

円  

248,100 

円  

261,700 

円  

287,300 

備考 この表は、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員に適用す

る。 
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ウ 医療職給料表（三） 

職員の 

区分 

職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用 
短時間
勤務職

員以外
の職員 

 円 円 円 円 

1 207,700 240,600 277,600 293,000 
2 209,600 242,800 278,700 293,600 
3 211,400 245,000 279,800 294,200 

4 213,100 247,200 280,800 294,700 
     
5 214,800 249,400 281,800 295,200 

 6 216,700 250,400 282,300 295,800 
 7 218,500 251,300 282,800 296,400 
 8 220,200 252,200 283,300 296,900 

      
 9 221,900 253,100 283,800 297,400 
 10 223,900 254,300 284,300 298,000 

 11 225,800 255,400 284,800 298,600 
 12 227,700 256,300 285,300 299,100 
      

 13 229,600 257,100 285,800 299,600 
 14 231,600 257,800 286,300 300,200 
 15 233,600 258,500 286,800 300,800 

 16 235,600 259,400 287,300 301,300 
      
 17 237,600 260,500 287,800 301,800 

 18 239,600 261,600 288,300 302,500 
 19 241,700 262,700 288,800 303,200 
 20 243,700 263,800 289,300 303,900 

      
 21 245,600 264,900 289,800 304,600 
 22 246,800 266,000 290,300 305,500 

 23 248,000 267,100 290,800 306,400 
 24 249,100 268,200 291,300 307,300 
      

 25 250,200 269,200 291,800 308,100 
 26 251,100 270,300 292,300 309,000 
 27 252,000 271,400 292,800 309,900 

 28 252,900 272,400 293,300 310,800 
      
 29 253,700 273,400 293,800 311,600 

 30 254,500 274,100 294,400 312,500 
 31 255,200 274,800 295,200 313,400 
 32 255,900 275,500 296,000 314,300 

      
 33 256,700 276,200 296,700 315,100 
 34 257,500 276,800 297,500 316,200 

 35 258,300 277,300 298,300 317,300 
 36 259,000 277,800 299,100 318,400 
      

 37 259,700 278,300 299,800 319,500 
 38 260,600 278,900 300,600 320,600 
 39 261,500 279,400 301,400 321,700 

 40 262,300 279,900 302,100 322,800 
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 41 263,100 280,300 302,900 323,900 

 42 264,000 280,800 303,700 325,100 
 43 264,800 281,300 304,500 326,200 
 44 265,600 281,800 305,300 327,300 

       
 45 266,400 282,300 306,000 328,100 
 46 267,100 282,800 307,000 329,200 

 47 267,800 283,300 308,000 330,300 
 48 268,400 283,800 308,900 331,300 
       

 49 269,000 284,300 309,800 332,300 
 50 269,500 284,800 310,800 333,300 
 51 270,000 285,300 311,800 334,300 

 52 270,400 285,800 312,700 335,300 
       
 53 270,800 286,300 313,600 336,500 

 54 271,300 286,800 314,600 337,800 
 55 271,800 287,300 315,600 339,000 
 56 272,200 287,800 316,600 340,200 

       
 57 272,600 288,300 317,400 341,100 
 58 273,000 289,100 318,400 342,300 

 59 273,400 289,900 319,400 343,400 
 60 273,800 290,600 320,300 344,700 
       

 61 274,200 291,300 321,200 345,700 
 62 274,600 292,200 322,200 346,600 
 63 275,000 293,100 323,200 347,700 

 64 275,400 293,900 324,100 348,900 
       
 65 275,800 294,700 325,000 350,000 

 66 276,200 295,600 326,200 351,200 
 67 276,600 296,400 327,400 352,400 
 68 277,000 297,200 328,600 353,400 

       
 69 277,400 298,000 329,300 354,400 
 70 277,900 298,900 330,400 355,400 

 71 278,400 299,800 331,500 356,500 
 72 278,800 300,700 332,400 357,600 
       

 73 279,200 301,600 333,500 358,400 
 74 279,800 302,500 334,200 359,500 
 75 280,400 303,400 335,300 360,600 

 76 280,900 304,300 336,400 361,600 
       
 77 281,400 305,100 337,500 362,300 

 78 282,000 306,100 338,700 363,100 
 79 282,600 307,100 339,800 363,900 
 80 283,100 308,000 340,900 364,600 

      
 81 283,600 308,500 342,000 365,200 
 82 284,100 309,400 343,100 365,700 

 83 284,600 310,300 344,100 366,200 
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 84 285,100 311,100 345,200 366,700 
      

 85 285,600 311,900 346,100 367,300 
 86 286,100 312,900 347,100 367,800 
 87 286,600 313,900 348,000 368,300 

 88 287,100 314,900 349,000 368,800 
      
 89 287,600 315,800 349,900 369,200 

 90 288,100 316,900 350,700 369,600 
 91 288,600 317,900 351,500 370,200 
 92 289,100 318,900 352,300 370,700 

      
 93 289,600 319,700 352,900 371,000 
 94 290,200 320,400 353,500 371,500 

 95 290,800 321,100 354,100 371,900 
 96 291,400 321,700 354,700 372,200 
      

 97 292,000 322,200 355,100 372,800 
 98 292,500 322,500 355,500 373,300 
 99 293,000 323,100 356,000 373,800 

 100 293,500 323,700 356,400 374,300 
       
 101 294,000 324,100 356,900 374,900 

 102 294,500 324,700 357,300 375,400 
 103 295,000 325,300 357,800 375,900 
 104 295,400 325,800 358,200 376,300 

       
 105 295,800 326,200 358,500 376,900 
 106 296,300 326,700 359,000 377,400 

 107 296,800 327,200 359,400 377,900 
 108 297,100 327,700 359,700 378,400 
       

 109 297,300 328,100 360,100 379,000 
 110 297,600 328,500 360,600 379,400 
 111 297,800 328,800 361,100 379,900 

 112 298,100 329,100 361,600 380,400 
       
 113 298,400 329,400 362,100 381,000 

 114 298,600 329,800 362,600  
 115 298,900 330,100 363,100  
 116 299,100 330,400 363,500  

       
 117 299,400 330,600 363,900  
 118 299,700 330,900 364,300  

 119 300,000 331,200 364,800  
 120 300,300 331,400 365,300  
       

 121 300,600 331,600 365,700  
 122 301,000 331,900 366,200  
 123 301,300 332,200 366,700  

 124 301,600 332,500 367,200  
       
 125 301,800 332,700 367,500  

 126 302,000 333,000    
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 127 302,300 333,400   
 128 302,700 333,600   
      

 129 302,900 333,800   
 130 303,200 334,000   
 131 303,600 334,400   

 132 304,000 334,600   
      
 133 304,200 334,900   

 134 304,500 335,300   
 135 304,800 335,700   
 136 305,100 336,100   

      
 137 305,300 336,400   
 138 305,600 336,800   

 139 305,900 337,200   
 140 306,200 337,600   
      

 141 306,400 337,900   
 142 306,800 338,300   
 143 307,200 338,600   

 144 307,500 339,000   
      
 145 307,700 339,300   

 146 307,900 339,700   
 147 308,200 340,100   
 148 308,600 340,500   

      
 149 308,800 340,800   
 150 309,000 341,200   

 151 309,300 341,600   
 152 309,600 342,000   
      

 153 310,000 342,300   
 154 310,200    
 155 310,400    

 156 310,700    
      
 157 311,000    

 158 311,300    
 159 311,600    
 160 311,900    

      
 161 312,300    
 162 312,600    

 163 312,900    
 164 313,200    
      

 165 313,600    
 166 313,900    
 167 314,200    

 168 314,500    
      
 169 314,900    
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定年前
再任用

短時間
勤務職
員 

 
  基   準  

給料月額 
  基   準  

給料月額 
  基   準  

給料月額 
  基   準  

給料月額 

 
円  

239,700 
円  

260,200 
円  

267,500 
円  

277,900 

備考 この表は、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職

員に適用する。 
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第２条 薩摩川内市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１１条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（扶養手当）」を付し、

同条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１

号ずつ繰り上げ、同条第３項を次のように改める。 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（次項において「扶養

親族たる子」という。）については１人につき１万３，０００円、前項第２

号から第５号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき 

６，５００円とする。 

第１１条第４項中「（以下「特定期間」という。）」を削り、「特定期間に」 

を「当該期間に」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定そ

の他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

第１２条を次のように改める。 

第１２条 削除 

第１５条第１項第２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。）」を加える。 

第１６条第１項第１号中「通勤のため交通機関」の次に「又は有料の道路 

（以下この条において「交通機関等」という。）」を加え、「交通機関を」を 

「交通機関等を」に改め、同項第３号中「交通機関」を「交通機関等」に改め、 

同条第２項第１号中「いう。）。」を「いう。）」に改め、同号ただし書を削

り、同項第３号中「交通機関」を「交通機関等」に改め、「（１箇月当たりの

運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５万５，０００円を超えるときは、

当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、

５万５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）」を削り、同条

中第６項を第９項とし、第３項から第５項までを３項ずつ繰り下げ、第２項の

次に次の３項を加える。 

３ 箇所を異にする異動又は在勤する箇所の移転に伴い、所在する地域を異に

する箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずるこ

ととなった職員で規則で定めるもののうち、第１項第１号又は第３号に掲げ

る職員で、当該異動又は箇所の移転の直前の住居（当該住居に相当するもの

として規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別

急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（第１号、次項及び第５項に

おいて「新幹線鉄道等」という。）でその利用が規則で定める基準に照らし

て通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、

その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の

算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負

担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間に 
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つき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤 

に要する特別料金等の額に相当する額（第５項において「特別料金等相当

額」という。） 

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

４ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第１

項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相

当するものとして規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄

道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

（任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。）その他前項の規定に

よる通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとし

て規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２

以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額及び特別

料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２

以上ある場合においては、その合計額）の合計額が１５万円を超える職員の

通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支

給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５万円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額とする。 

第１７条第３項中「国家公務員、他の地方公共団体の職員等であった者から

引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」を「新たに給料表の

適用を受ける職員となったことに伴い」に改め、「（任用の事情等を考慮して

規則で定める職員に限る。）」を削る。 

第２８条第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中「週

休日等以外の日の午前零時から午前５時までの間」を「午後１０時から翌日の

午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）」に、「勤務した」を

「勤務をした」に改め、同条第３項中「とする」を「（前２項に規定する勤務

に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に

１００分の１５０を乗じて得た額）とする」に改め、同項第１号中「（同項の

勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に 

１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。 

第２９条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２２．５、１２ 

月に支給する場合には１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、 

同条第３項中「「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の６８．７５」 

と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７１．２５」」を 

「「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」」に改める。 

第３２条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１０２．５、 

１２月に支給する場合には１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に

改め、同項第２号中「、６月に支給する場合には１００分の４８．７５、１２ 

月に支給する場合には１００分の５１．２５」を「１００分の５０」に改める。 
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第３４条第１項中「から第１５条まで、第１９条」を「、第１１条」に改め、 

同条第２項中「、第１２条」を削る。 

附則第６項中「において」の次に「薩摩川内市職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例（令和７年薩摩川内市条例第 号）による改正前の薩摩川

内市職員の給与に関する条例」を加える。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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別表第１（第５条関係） 

行政職給料表 

職員の 
区分 

職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前
再任用
短時間

勤務職
員以外
の職員 

 

 円 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300 

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200 

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100 

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900 

        

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700 

6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500 

7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300 

8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100 

        

9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700 

10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200 

11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700 

12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200 

        

13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700 

14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000 

15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300 

16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500 

        

17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700 

18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000 

19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300 

20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500 

        

21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700 

22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500 

23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 440,300 

24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 441,100 

        

25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 441,700 

26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 442,300 

27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 442,900 

28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 443,500 

        

29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 444,200 

30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 445,000 

31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 445,400 

32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 446,100 

        

33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 446,600 

34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 447,000 

35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 447,400 

36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 447,800 
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 37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 448,200 
 38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 448,600 

 

39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 449,000 
40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 449,300 
        

41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 449,600 
42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 450,000 
43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 450,300 

44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 450,600 
        

45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 450,900 

46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700  
47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000  
48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300  

        
49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500  
50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800  

51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100  
52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400  
        

53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600  
54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900  
55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200  

56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500  
        

57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700  

58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000  
59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300  
60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500  

        
61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700  
62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000  

63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300  
64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500  
        

65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700  
66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000  
67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300  

68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500  
        

69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700  

70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000  
71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300  
72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500  

        
73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700  
74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500   

75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800   
76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000   
        

77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200   
 
 

 

78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500   
79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800   

80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000   
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81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200   

82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500   
83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800   
84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000   

        
85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200   
86 256,000 297,100 346,000     

87 256,300 297,400 346,400     
88 256,600 297,700 346,800     
        

89 256,900 298,000 347,000     
90 257,200 298,300 347,400     
91 257,500 298,600 347,800     

92 257,800 299,000 348,200     
        

93 258,100 299,200 348,400     

94  299,400 348,800     
95  299,700 349,200     
96  300,100 349,500     

        
97  300,300 349,800     
98  300,600 350,200     

99  301,000 350,600     
100  301,400 351,000     
        

101  301,600 351,500     
102  301,900 351,900     
103  302,200 352,300     

104  302,500 352,700     
        

105  302,700 353,200     

106  303,000 353,600     
107  303,300 353,900     
108  303,600 354,200     

        
109  303,800 354,700     
110  304,200      

111  304,600      
112  304,900      
        

113  305,100      
114  305,300      
115  305,600      

116  306,000      
        

117  306,200      

118  306,400      
119  306,700      
120  307,000      

        
121  307,400      
122  307,600      

123  307,900      

 

19－ 23 



 

 
124  308,200      

        

125  308,500      

定年前

再任用
短時間
勤務職

員 

 
基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

 

円 
192,000 

円  
219,500 

円  
260,000 

円  
279,700 

円  
294,900 

円  
320,600 

円  
362,700 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 
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別表第２（第５条関係） 

ア 医療職給料表（一） 
 

職員の 
区分 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前
再任用
短時間

勤務職
員以外
の職員 

 円 円 円 円 円 

1 291,400 400,300 455,100 549,800 1,832,100 

2 293,700 403,000 457,100 555,900 1,834,400 

3 296,000 405,600 459,000 561,200 1,836,700 

4 298,200 408,100 460,900 566,100 1,839,000 

      

5 300,300 410,500 462,300 570,500 1,841,400 

6 303,800 412,700 464,100 574,800 1,843,700 

7 307,300 414,800 465,900 578,400 1,846,000 

8 310,700 416,900 467,700 581,400 1,848,300 

      

9 314,100 419,000 469,500 583,900 1,850,700 

10 317,600 420,500 471,300 586,200 1,853,000 

11 321,000 422,000 473,100  1,855,300 

12 324,400 423,500 474,900  1,857,600 

      

13 327,800 424,900 476,700  1,860,000 

14 331,300 426,400 478,500  1,862,300 

15 334,700 427,900 480,300  1,864,600 

16 338,100 429,300 482,100  1,866,900 

      

17 341,500 430,700 483,900  1,869,300 

18 344,600 432,200 485,800  1,871,600 

19 347,700 433,700 487,700  1,873,900 

20 350,800 435,100 489,600  1,876,200 

      

21 354,000 436,500 491,500  1,878,600 

22 357,100 438,000 493,200  1,880,900 

23 360,200 439,500 495,000  1,883,200 

24 363,200 440,900 496,800  1,885,500 

      

25 366,200 442,300 498,400  1,887,900 

26 368,500 443,700 500,200  1,890,200 

27 370,800 445,100 502,000  1,892,500 

28 373,000 446,500 503,600  1,894,800 

      

29 374,900 447,900 505,000  1,897,200 

30 376,600 449,300 506,700  1,899,500 

31 378,300 450,700 508,500  1,901,800 

32 380,100 452,100 510,200  1,904,100 

      

33 381,900 453,500 511,700  1,906,500 

34 383,700 454,900 513,000  1,908,800 

35 385,300 456,300 514,300  1,911,100 

36 386,700 457,700 515,600  1,913,400 
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 37 388,100 459,100 516,600  1,915,800 
38 389,600 460,800 517,900  1,918,100 

 

39 391,100 462,400 519,200  1,920,400 
40 392,600 464,000 520,500  1,922,700 
      

41 394,100 465,600 521,500  1,925,100 
42 394,800 466,800 522,300  1,927,400 
43 395,400 468,000 523,100  1,929,700 

44 396,100 469,100 523,900  1,932,000 
      

45 397,000 470,100 524,800  1,934,400 

46 397,600 471,100 525,600  1,936,700 
47 398,200 472,000 526,400  1,939,000 
48 398,800 472,800 527,100  1,941,300 

      
49 399,400 473,500 527,900  1,943,700 
50 399,900 474,200 528,700  1,946,000 

51 400,400 474,900 529,400  1,948,300 
52 400,900 475,500 530,300  1,950,600 
      

53 401,400 476,200 531,200  1,953,000 
54 401,800 476,900 532,000  1,955,100 
55 402,200 477,500 532,900  1,957,200 

56 402,600 478,100 533,800  1,959,300 
      

57 403,000 478,400 534,600  1,961,300 

58 403,400 479,000 535,500  1,963,600 
59 403,800 479,700 536,400  1,965,900 
60 404,200 480,400 537,100  1,968,200 

      
61 404,600 480,800 537,900  1,970,600 
62 405,000 481,400 538,800  1,972,900 

63 405,400 482,100 539,700  1,975,200 
64 405,800 482,800 540,600  1,977,500 
      

65 406,100 483,200 541,400  1,979,900 
66  483,800 542,300  1,982,200 
67  484,400 543,200  1,984,500 

68  484,900 544,100  1,986,800 
      

69  485,400 544,900  1,989,200 

70  485,900 545,800  1,991,500 
71  486,400 546,700  1,993,800 
72  486,900 547,600  1,996,100 

      
73  487,300 548,400  1,998,500 
74  487,800   2,000,800 

75  488,200   2,003,100 
76  488,700   2,005,400 
      

77  489,200   2,007,800 
78  489,800    
79  490,400    

80  490,800    
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81  491,300    

 

82  491,900    

83  492,500    

84  493,000    

      

85  493,500    

定年前
再任用

短時間
勤務職
員 

 
基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

 
円  

301,700 
円  

344,400 
円  

399,500 
円  

473,300 
円  

573,800 

備考 この表は、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。 
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イ 医療職給料表（二） 
 

職員の 

区分 

職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用 
短時間
勤務職

員以外
の職員 

 円 円 円 円 円 

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 

      

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 

      

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 

      

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 

      

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 

      

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 

      

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 

      

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 

      

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 

      

37 238,800 264,400 294,000 319,300 366,900 

38 239,600 265,200 295,000 320,600 367,700 
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39 240,400 266,000 296,000 321,900 368,700 
40 241,200 266,800 297,000 323,100 369,800 

      
41 241,800 267,600 298,000 324,000 370,800 
42 242,400 268,400 299,200 325,200 371,800 

43 243,000 269,200 300,300 326,400 372,800 
44 243,500 270,000 301,400 327,600 373,700 
      

45 244,000 270,700 302,500 328,700 374,500 
46 244,600 271,500 303,600 329,700 375,300 
47 245,100 272,300 304,700 330,700 376,200 

48 245,500 273,100 305,800 331,600 377,000 
      

49 245,900 273,800 306,900 332,500 377,500 

50 246,400 274,600 308,000 333,500 378,300 
51 246,900 275,300 309,100 334,500 379,100 
52 247,400 276,000 310,200 335,400 379,900 

      
53 247,700 276,700 311,200 335,900 380,300 
54 248,000 277,400 312,200 336,800 381,000 

55 248,300 278,100 313,200 337,500 381,700 
56 248,600 278,800 314,200 338,400 382,300 
      

57 248,900 279,500 315,200 339,100 382,700 
58 249,200 280,200 316,200 339,400 383,200 
59 249,500 280,900 317,200 339,900 383,800 

60 249,800 281,500 318,100 340,500 384,400 
      

61 250,100 282,100 319,000 341,100 384,800 

62 250,400 282,800 319,800 341,800 385,300 
63 250,700 283,500 320,500 342,500 385,800 
64 251,000 284,100 321,200 343,100 386,300 

      
65 251,300 284,700 321,800 343,800 386,900 
66 251,600 285,400 322,500 344,300 387,400 

67 251,900 286,100 323,100 344,900 388,000 
68 252,200 286,700 323,700 345,500 388,600 
      

69 252,500 287,300 324,300 345,800 389,100 
70 252,800 288,000 324,500 346,400 389,600 
71 253,100 288,700 325,000 346,900 390,100 

72 253,300 289,300 325,500 347,400 390,600 
      

73 253,500 289,900 326,100 347,900 390,900 

74 253,800 290,400 326,600 348,400 391,400 
75 254,100 290,800 327,100 348,900 391,800 
76 254,300 291,200 327,500 349,300 392,200 

      
77 254,500 291,600 328,100 349,600 392,600 
78 254,800 291,900 328,600 349,900  

79 255,100 292,200 329,000 350,100  
80 255,300 292,500 329,500 350,400  
      

81 255,500 292,800 330,000 350,900  

 

19－ 29 



 

 

82 255,800 293,100 330,400 351,200  
83 256,100 293,400 330,600 351,500  

84 256,300 293,700 330,900 351,800  
      

85 256,500 293,900 331,300 352,200  

86  294,100 331,700 352,500  
87  294,300 332,000 352,800  
88  294,500 332,300 353,100  

      
89  294,900 332,600 353,500  

 

90  295,100 332,800 353,800  

91  295,300 333,200 354,100  
92  295,500 333,500 354,400  
      

93  295,900 333,700 354,700  
94  296,100 334,000 355,100  
95  296,300 334,300 355,500  

96  296,600 334,600 355,900  
      

97  296,900 334,800 356,400  

 

98  297,100 335,100 356,800  
99  297,300 335,400 357,200  
100  297,600 335,600 357,600  

      
101  297,900 335,800 358,100  
102  298,100 336,000   

103  298,300 336,400   
104  298,600 336,600   
      

105  298,900 336,800   

 

106   337,200   
107   337,600   

108   338,000   
      

109   338,200   

定年前
再任用

短時間
勤務職
員 

 
基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

基 準 
給料月額 

 
円  

193,000 
円  

219,600 
円  

248,100 
円  

261,700 
円  

287,300 

備考 この表は、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員に適用す

る。 
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ウ 医療職給料表（三） 

職員の 
区分 

職務 
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前
再任用 

短時間
勤務職
員以外

の職員 

 円 円 円 円 
1 207,700 240,600 281,800 295,200 

2 209,600 242,800 282,300 295,800 
3 211,400 245,000 282,800 296,400 
4 213,100 247,200 283,300 296,900 

     
5 214,800 249,400 283,800 297,400 

 6 216,700 250,400 284,300 298,000 

 7 218,500 251,300 284,800 298,600 
 8 220,200 252,200 285,300 299,100 
      

 9 221,900 253,100 285,800 299,600 
 10 223,900 254,300 286,300 300,200 
 11 225,800 255,400 286,800 300,800 

 12 227,700 256,300 287,300 301,300 
      
 13 229,600 257,100 287,800 301,800 

 14 231,600 257,800 288,300 302,500 
 15 233,600 258,500 288,800 303,200 
 16 235,600 259,400 289,300 303,900 

      
 17 237,600 260,500 289,800 304,600 
 18 239,600 261,600 290,300 305,500 

 19 241,700 262,700 290,800 306,400 
 20 243,700 263,800 291,300 307,300 
      

 21 245,600 264,900 291,800 308,100 
 22 246,800 266,000 292,300 309,000 
 23 248,000 267,100 292,800 309,900 

 24 249,100 268,200 293,300 310,800 
      
 25 250,200 269,200 293,800 311,600 

 26 251,100 270,300 294,400 312,500 
 27 252,000 271,400 295,200 313,400 
 28 252,900 272,400 296,000 314,300 

      
 29 253,700 273,400 296,700 315,100 
 30 254,500 274,100 297,500 316,200 

 31 255,200 274,800 298,300 317,300 
 32 255,900 275,500 299,100 318,400 
      

 33 256,700 276,200 299,800 319,500 
 34 257,500 276,800 300,600 320,600 
 35 258,300 277,300 301,400 321,700 

 36 259,000 277,800 302,100 322,800 
      
 37 259,700 278,300 302,900 323,900 

 38 260,600 278,900 303,700 325,100 
 39 261,500 279,400 304,500 326,200 
 40 262,300 279,900 305,300 327,300 
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 41 263,100 280,300 306,000 328,100 

 42 264,000 280,800 307,000 329,200 
 43 264,800 281,300 308,000 330,300 
 44 265,600 281,800 308,900 331,300 

       
 45 266,400 282,300 309,800 332,300 
 46 267,100 282,800 310,800 333,300 

 47 267,800 283,300 311,800 334,300 
 48 268,400 283,800 312,700 335,300 
       

 49 269,000 284,300 313,600 336,500 
 50 269,500 284,800 314,600 337,800 
 51 270,000 285,300 315,600 339,000 

 52 270,400 285,800 316,600 340,200 
       
 53 270,800 286,300 317,400 341,100 

 54 271,300 286,800 318,400 342,300 
 55 271,800 287,300 319,400 343,400 
 56 272,200 287,800 320,300 344,700 

       
 57 272,600 288,300 321,200 345,700 
 58 273,000 289,100 322,200 346,600 

 59 273,400 289,900 323,200 347,700 
 60 273,800 290,600 324,100 348,900 
       

 61 274,200 291,300 325,000 350,000 
 62 274,600 292,200 326,200 351,200 
 63 275,000 293,100 327,400 352,400 

 64 275,400 293,900 328,600 353,400 
       
 65 275,800 294,700 329,300 354,400 

 66 276,200 295,600 330,400 355,400 
 67 276,600 296,400 331,500 356,500 
 68 277,000 297,200 332,400 357,600 

       
 69 277,400 298,000 333,500 358,400 
 70 277,900 298,900 334,200 359,500 

 71 278,400 299,800 335,300 360,600 
 72 278,800 300,700 336,400 361,600 
       

 73 279,200 301,600 337,500 362,300 
 74 279,800 302,500 338,700 363,100 
 75 280,400 303,400 339,800 363,900 

 76 280,900 304,300 340,900 364,600 
       
 77 281,400 305,100 342,000 365,200 

 78 282,000 306,100 343,100 365,700 
 79 282,600 307,100 344,100 366,200 
 80 283,100 308,000 345,200 366,700 

      
 81 283,600 308,500 346,100 367,300 
 82 284,100 309,400 347,100 367,800 

 83 284,600 310,300 348,000 368,300 
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 84 285,100 311,100 349,000 368,800 
      

 85 285,600 311,900 349,900 369,200 
 86 286,100 312,900 350,700 369,600 
 87 286,600 313,900 351,500 370,200 

 88 287,100 314,900 352,300 370,700 
      
 89 287,600 315,800 352,900 371,000 

 90 288,100 316,900 353,500 371,500 
 91 288,600 317,900 354,100 371,900 
 92 289,100 318,900 354,700 372,200 

      
 93 289,600 319,700 355,100 372,800 
 94 290,200 320,400 355,500 373,300 

 95 290,800 321,100 356,000 373,800 
 96 291,400 321,700 356,400 374,300 
      

 97 292,000 322,200 356,900 374,900 
 98 292,500 322,500 357,300 375,400 
 99 293,000 323,100 357,800 375,900 

 100 293,500 323,700 358,200 376,300 
       
 101 294,000 324,100 358,500 376,900 

 102 294,500 324,700 359,000 377,400 
 103 295,000 325,300 359,400 377,900 
 104 295,400 325,800 359,700 378,400 

       
 105 295,800 326,200 360,100 379,000 
 106 296,300 326,700 360,600 379,400 

 107 296,800 327,200 361,100 379,900 
 108 297,100 327,700 361,600 380,400 
       

 109 297,300 328,100 362,100 381,000 
 110 297,600 328,500 362,600  
 111 297,800 328,800 363,100  

 112 298,100 329,100 363,500  
       
 113 298,400 329,400 363,900  

 114 298,600 329,800 364,300  
 115 298,900 330,100 364,800  
 116 299,100 330,400 365,300  

       
 117 299,400 330,600 365,700  
 118 299,700 330,900 366,200  

 119 300,000 331,200 366,700  
 120 300,300 331,400 367,200  
       

 121 300,600 331,600 367,500  
 122 301,000 331,900   
 123 301,300 332,200   

 124 301,600 332,500   
       
 125 301,800 332,700   

 126 302,000 333,000   
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 127 302,300 333,400   
 128 302,700 333,600   

      
 129 302,900 333,800   
 130 303,200 334,000   

 131 303,600 334,400   
 132 304,000 334,600   
      

 133 304,200 334,900   
 134 304,500 335,300   
 135 304,800 335,700   

 136 305,100 336,100   
      
 137 305,300 336,400   

 138 305,600 336,800   
 139 305,900 337,200   
 140 306,200 337,600   

      
 141 306,400 337,900   
 142 306,800 338,300   

 143 307,200 338,600   
 144 307,500 339,000   
      

 145 307,700 339,300   
 146 307,900 339,700   
 147 308,200 340,100   

 148 308,600 340,500   
      
 149 308,800 340,800   

 150 309,000 341,200   
 151 309,300 341,600   
 152 309,600 342,000   

      
 153 310,000 342,300   
 154 310,200    

 155 310,400    
 156 310,700    
      

 157 311,000    
 158 311,300    
 159 311,600    

 160 311,900    
      
 161 312,300    

 162 312,600    
 163 312,900    
 164 313,200    

      
 165 313,600    
 166 313,900    

 167 314,200    
 168 314,500    
      

 169 314,900    
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定年前

再任用
短時間
勤務職

員 

 
  基   準  

給料月額 

  基   準  

給料月額 

  基   準  

給料月額 

  基   準  

給料月額 

 
円  

239,700 
円  

260,200 
円  

267,500 
円  

277,900 

備考 この表は、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職

員に適用する。 
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（薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例（平成１６年薩摩川内市条

例第５４号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の１７０」を「、６月に支給する場合には１００

分の１７０、１２月に支給する場合には１００分の１７５」に改める。 

第４条 薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第５条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１７０、１２月に支

給する場合には１００分の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

（薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第５条 薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成 

１６年薩摩川内市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号まで

を１号ずつ繰り上げる。 

第６条第２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。同条において同じ。）」を加える。 

第７条第１号中「交通機関」の次に「又は有料の道路（以下この条において

「交通機関等」という。）」を加え、同条第３号中「交通機関」を「交通機関

等」に改める。 

第２２条第１項中「、第６条、第１６条」を削る。 

（薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第６条 薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１６年薩

摩川内市条例第２９２号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号まで

を１号ずつ繰り上げる。 

第８条第１号中「交通機関」の次に「又は有料の道路（以下この条において

「交通機関等」という。）」を加え、同条第３号中「交通機関」を「交通機関

等」に改める。 

第２１条を次のように改める。 

（定年前再任用短時間勤務職員、任期付育児短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員についての適用除外） 

第２１条 第４条、第５条、第１２条、第１５条及び第１６条第３項の規定は、 

地方公務員法第２２条の４第１項若しくは第２２条の５第１項の規定により

採用された職員には適用しない。 

２ 第４条から第７条まで、第１２条、第１５条及び第１６条第３項の規定は、 

育児休業法第１８条第１項又は薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２３年薩摩川内市条例第１号）第４条の規定により採用され

た職員には適用しない。 

（薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 
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第７条 薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成２０年薩摩川内

市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１７０」を「、６月に支給する場合には１００

分の１７０、１２月に支給する場合には１００分の１７５」に改める。 

第８条 薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第６条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１７０、１２月に支

給する場合には１００分の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

（薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第９条 薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２３年薩摩

川内市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額（円） 

１ ３９２，０００ 

２ ４４０，０００ 

３ ４９２，０００ 

４ ５５５，０００ 

５ ６３４，０００ 

６ ７４０，０００ 

７ ８６４，０００ 

第８条第２項中「とする」を「と、「１００分の１２７．５」とあるのは 

「１００分の１７５」とする」に改める。 

第１０条 薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条第４項を削る。 

第７条第５項中「、第３項」を「及び前項」に改め、「及び前項の規定によ

る特定任期付職員業績手当の支給」を削り、同項を同条第４項とする。 

第８条第１項中「から第１２条まで」を「、第１１条」に改め、同条第２項 

中「第３条及び第２９条第２項」を「第２９条第２項及び第３２条第２項第１

号」に改め、「、給与条例第３条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、薩摩

川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２３年薩摩川内市条例

第１号）第７条第４項に規定する特定任期付職員業績手当」と」を削り、 

「「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の１７０」と、「１００分

の１２７．５」とあるのは「１００分の１７５」」を「「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の９５」と、給与条例第３２条第２項第１号中「１００

分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」」に改める。 

（薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１１条 薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和

元年薩摩川内市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 
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第１９条の２第４項第１号中「１００分の１０２．５」を「、６月に支給す

る場合には１００分の１０２．５、１２月に支給する場合には１００分の 

１０７．５」に改め、同項第２号中「１００分の４８．７５」を「、６月に支

給する場合には１００分の４８．７５、１２月に支給する場合には１００分の 

５１．２５」に改める。 

第１２条 薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を次のように改正する。 

第１９条の２第４項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の 

１０２．５、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５」を「１００分

の１０５」に改め、同項第２号中「、６月に支給する場合には１００分の 

４８．７５、１２月に支給する場合には１００分の５１．２５」を「１００分

の５０」に改める。 

（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の一部改正） 

第１３条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例（令和４年薩摩川内市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

附則第１５条第７項中「から第１５条まで、第１９条」を「、第１１条」に

改める。 

附則第１６条中「、第６条、第１６条」を削る。 

附則第１７条中「から第７条まで」を削る。 

附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条から第６

条まで、第８条、第１０条、第１２条及び第１３条の規定並びに附則第３条か

ら第７条までの規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例（次条にお

いて「第１条改正後給与条例」という。）の規定、第３条の規定による改正後

の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例（次条において「第３条改正後

特別職職員条例」という。）の規定、第７条の規定による改正後の薩摩川内市

議員報酬及び費用弁償等に関する条例（次条において「第７条改正後議員報酬

等条例」という。）の規定、第９条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の

任期付職員の採用等に関する条例（次条において「第９条改正後任期付職員条

例」という。）及び第１１条の規定による改正後の薩摩川内市会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例（次条において「第１１条改正後会計年度

任用職員条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

第２条 第１条改正後給与条例、第３条改正後特別職職員条例、第７条改正後議

員報酬等条例、第９条改正後任期付職員条例又は第１１条改正後会計年度任用

職員条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の薩摩川内市  
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職員の給与に関する条例、第３条の規定による改正前の薩摩川内市特別職の職

員の給与に関する条例、第７条の規定による改正前の薩摩川内市議員報酬及び

費用弁償等に関する条例、第９条の規定による改正前の薩摩川内市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例又は第１１条の規定による改正前の薩摩川内市

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給され

た給与は、それぞれ第１条改正後給与条例、第３条改正後特別職職員条例、第

７条改正後議員報酬等条例、第９条改正後任期付職員条例又は第１１条改正後

会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。  

（号給の切替え）  

第３条 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において薩摩川内

市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）別表第１及び別表第

２の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた

職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における

号給（次条及び同表において「新号給」という。）は、切替日の前日において

その者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給（同表

において「旧号給」という。）に応じて同表に定める号給とする。 

（切替日前の異動者の号給の調整）  

第４条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに

準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動

又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度に

おいて、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置）  

第５条 切替日から令和８年３月３１日までの間における第２条の規定による改

正後の給与条例（以下「第２条改正後給与条例」という。）第１１条の規定の

適用については、同条第２項中「⑸ 心身に著しい障害がある者」とあるのは 

「⑸ 心身に著しい障害がある者 

⑹ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」 

と、同条第３項中「１万３，０００円」とあるのは「１万１，５００円」と、

「とする」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族については 

３，０００円とする」とする。 

（通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置） 

第６条 第２条改正後給与条例第１６条第４項及び第１７条第３項の規定は、切

替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。 

（再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置） 

第７条 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員 

（以下この条において「再任用職員」という。）に対して適用されることとな

る給与条例第１９条又は薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関

する条例（以下この条において「技能等職員条例」という。）第１６条の規定

は、切替日以後に給与条例第１９条第１項又は技能等職員条例第１６条第１項 

 

19－39 



に規定する公署に異動をした再任用職員又は切替日以後に当該公署の移転があ

った再任用職員について適用する。 
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附則別表 号給の切替表（附則第３条関係） 

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 
新    号    給  

３級  ４級 ５級 ６級 ７級 

１  １  １  １  １  １  

２  １  １  １  １  １  

３  １  １  １  １  １  

４  １  １  １  １  １  

５  １  １  １  １  １  

６  ２  １  １  １  １  

７  ３  １  １  １  １  

８  ４  １  １  １  １  

９  ５  １  １  １  １  

10 ６  ２  ２  １  １  

11 ７  ３  ３  １  １  

12 ８  ４  ４  １  １  

13 ９  ５  ５  １  １  

14 10 ６  ６  ２  １  

15 11 ７  ７  ３  １  

16 12 ８  ８  ４  １  

17 13 ９  ９  ５  １  

18 14 10 10 ６  ２  

19 15 11 11 ７  ３  

20 16 12 12 ８  ４  

21 17 13 13 ９  ５  

22 18 14 14 10 ６  

23 19 15 15 11 ７  

24 20 16 16 12 ８  

25 21 17 17 13 ９  

26 22 18 18 14 10 

27 23 19 19 15 11 

28 24 20 20 16 12 

29 25 21 21 17 13 

30 26 22 22 18 14 

31 27 23 23 19 15 

32 28 24 24 20 16 

33 29 25 25 21 17 

34 30 26 26 22 18 
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35 31 27 27 23 19 

36 32 28 28 24 20 

37 33 29 29 25 21 

38 34 30 30 26 22 

39 35 31 31 27 23 

40 36 32 32 28 24 

41 37 33 33 29 25 

42 38 34 34 30 26 

43 39 35 35 31 27 

44 40 36 36 32 28 

45 41 37 37 33 29 

46 42 38 38 34 30 

47 43 39 39 35 31 

48 44 40 40 36 32 

49 45 41 41 37 33 

50 46 42 42 38 34 

51 47 43 43 39 35 

52 48 44 44 40 36 

53 49 45 45 41 37 

54 50 46 46 42 38 

55 51 47 47 43 39 

56 52 48 48 44 40 

57 53 49 49 45 41 

58 54 50 50 46 42 

59 55 51 51 47 43 

60 56 52 52 48 44 

61 57 53 53 49 45 

62 58 54 54 50   

63 59 55 55 51   

64 60 56 56 52   

65 61 57 57 53   

66 62 58 58 54   

67 63 59 59 55   

68 64 60 60 56   

69 65 61 61 57   

70 66 62 62 58   

71 67 63 63 59   

72 68 64 64 60   

 

19－ 42 



73 69 65 65 61   

74 70 66 66 62   

75 71 67 67 63   

76 72 68 68 64   

77 73 69 69 65   

78 74 70 70 66   

79 75 71 71 67   

80 76 72 72 68   

81 77 73 73 69   

82 78 74 74 70   

83 79 75 75 71   

84 80 76 76 72   

85 81 77 77 73   

86 82 78 78     

87 83 79 79     

88 84 80 80     

89 85 81 81     

90 86 82 82     

91 87 83 83     

92 88 84 84     

93 89 85 85     

94 90         

95 91         

96 92         

97 93         

98 94         

99 95         

100 96         

101 97         

102 98         

103 99         

104 100         

105 101         

106 102         

107 103         

108 104         

109 105         

110 106         

 

19－ 43 



111 107         

112 108         

113 109         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19－ 44 



イ 医療職給料表（一）の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 
新    号    給  

２級  ３級 ４級 

１  １  １  １  

２  １  １  １  

３  １  １  １  

４  １  １  １  

５  １  １  １  

６  １  １  １  

７  １  １  １  

８  １  １  １  

９  １  １  １  

10 １  １  １  

11 １  １  １  

12 １  １  １  

13 １  １  １  

14 ２  １  １  

15 ３  １  １  

16 ４  １  １  

17 ５  １  １  

18 ６  ２  １  

19 ７  ３  １  

20 ８  ４  １  

21 ９  ５  １  

22 10 ６  １  

23 11 ７  １  

24 12 ８  １  

25 13 ９  １  

26 14 10 １  

27 15 11 １  

28 16 12 １  

29 17 13 １  

30 18 14 １  

31 19 15 １  

32 20 16 １  

33 21 17 １  

34 22 18 １  

35 23 19 １  

 

19－ 45 



36 24 20 １  

37 25 21 １  

38 26 22 ２  

39 27 23 ２  

40 28 24 ２  

41 29 25 ２  

42 30 26 ３  

43 31 27 ３  

44 32 28 ３  

45 33 29 ３  

46 34 30 ４  

47 35 31 ４  

48 36 32 ４  

49 37 33 ４  

50 38 34 ４  

51 39 35 ５  

52 40 36 ５  

53 41 37 ５  

54 42 38 ５  

55 43 39 ５  

56 44 40 ６  

57 45 41 ６  

58 46 42 ６  

59 47 43 ６  

60 48 44 ６  

61 49 45 ７  

62 50 46 ７  

63 51 47 ７  

64 52 48 ７  

65 53 49 ８  

66 54 50   

67 55 51   

68 56 52   

69 57 53   

70 58 54   

71 59 55   

72 60 56   

73 61 57   

 

19－ 46 



74 62 58   

75 63 59   

76 64 60   

77 65 61   

78 66 62   

79 67 63   

80 68 64   

81 69 65   

82 70 66   

83 71 67   

84 72 68   

85 73 69   

86 74 70   

87 75 71   

88 76 72   

89 77 73   

90 78     

91 79     

92 80     

93 81     

94 82     

95 83     

96 84     

97 85     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19－ 47 



ウ 医療職給料表（二）の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 
新    号    給  

３級  ４級 

１  １  １  

２  １  １  

３  １  １  

４  １  １  

５  １  １  

６  ２  ２  

７  ３  ３  

８  ４  ４  

９  ５  ５  

10 ６  ６  

11 ７  ７  

12 ８  ８  

13 ９  ９  

14 10 10 

15 11 11 

16 12 12 

17 13 13 

18 14 14 

19 15 15 

20 16 16 

21 17 17 

22 18 18 

23 19 19 

24 20 20 

25 21 21 

26 22 22 

27 23 23 

28 24 24 

29 25 25 

30 26 26 

31 27 27 

32 28 28 

33 29 29 

34 30 30 

35 31 31 

 

19－ 48 



36 32 32 

37 33 33 

38 34 34 

39 35 35 

40 36 36 

41 37 37 

42 38 38 

43 39 39 

44 40 40 

45 41 41 

46 42 42 

47 43 43 

48 44 44 

49 45 45 

50 46 46 

51 47 47 

52 48 48 

53 49 49 

54 50 50 

55 51 51 

56 52 52 

57 53 53 

58 54 54 

59 55 55 

60 56 56 

61 57 57 

62 58 58 

63 59 59 

64 60 60 

65 61 61 

66 62 62 

67 63 63 

68 64 64 

69 65 65 

70 66 66 

71 67 67 

72 68 68 

73 69 69 

 

19－ 49 



74 70 70 

75 71 71 

76 72 72 

77 73 73 

78 74 74 

79 75 75 

80 76 76 

81 77 77 

82 78 78 

83 79 79 

84 80 80 

85 81 81 

86 82 82 

87 83 83 

88 84 84 

89 85 85 

90 86 86 

91 87 87 

92 88 88 

93 89 89 

94 90 90 

95 91 91 

96 92 92 

97 93 93 

98 94 94 

99 95 95 

100 96 96 

101 97 97 

102 98 98 

103 99 99 

104 100 100 

105 101 101 

106 102   

107 103   

108 104   

109 105   

110 106   

111 107   

 

19－ 50 



112 108   

113 109   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19－ 51 



エ 医療職給料表（三）の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 
新    号    給  

３級  ４級 

１  １  １  

２  １  １  

３  １  １  

４  １  １  

５  １  １  

６  ２  ２  

７  ３  ３  

８  ４  ４  

９  ５  ５  

10 ６  ６  

11 ７  ７  

12 ８  ８  

13 ９  ９  

14 10 10 

15 11 11 

16 12 12 

17 13 13 

18 14 14 

19 15 15 

20 16 16 

21 17 17 

22 18 18 

23 19 19 

24 20 20 

25 21 21 

26 22 22 

27 23 23 

28 24 24 

29 25 25 

30 26 26 

31 27 27 

32 28 28 

33 29 29 

34 30 30 

35 31 31 

 

19－ 52 



36 32 32 

37 33 33 

38 34 34 

39 35 35 

40 36 36 

41 37 37 

42 38 38 

43 39 39 

44 40 40 

45 41 41 

46 42 42 

47 43 43 

48 44 44 

49 45 45 

50 46 46 

51 47 47 

52 48 48 

53 49 49 

54 50 50 

55 51 51 

56 52 52 

57 53 53 

58 54 54 

59 55 55 

60 56 56 

61 57 57 

62 58 58 

63 59 59 

64 60 60 

65 61 61 

66 62 62 

67 63 63 

68 64 64 

69 65 65 

70 66 66 

71 67 67 

72 68 68 

73 69 69 

 

19－ 53 



74 70 70 

75 71 71 

76 72 72 

77 73 73 

78 74 74 

79 75 75 

80 76 76 

81 77 77 

82 78 78 

83 79 79 

84 80 80 

85 81 81 

86 82 82 

87 83 83 

88 84 84 

89 85 85 

90 86 86 

91 87 87 

92 88 88 

93 89 89 

94 90 90 

95 91 91 

96 92 92 

97 93 93 

98 94 94 

99 95 95 

100 96 96 

101 97 97 

102 98 98 

103 99 99 

104 100 100 

105 101 101 

106 102 102 

107 103 103 

108 104 104 

109 105 105 

110 106 106 

111 107 107 

 

19－ 54 



 

112 108 108 

113 109 109 

114 110   

115 111   

116 112   

117 113   

118 114   

119 115   

120 116   

121 117   

122 118   

123 119   

124 120   

125 121   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19－ 55 



議案第２０号 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正す

る法律（令和６年法律第４６号）の公布による行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、関係条例の整理を行

おうとするものである。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20－１ 



行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（薩摩川内市税条例の一部改正） 

第１条 薩摩川内市税条例（平成１６年薩摩川内市条例第６４号）の一部を次の

ように改正する。 

第３６条の２第９項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

第６３条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

第８９条第２項第２号及び第１３９条の３第２項第１号中「第２条第１５項」 

を「第２条第１６項」に改める。 

第１４９条第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

（薩摩川内市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正） 

第２条 薩摩川内市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年薩摩川内市条

例第６９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第４号中

「第２条第１０項」を「第２条第１１項」に改め、同条第５号中「第２条第 

１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第６号中「第２条第１４項」を 

「第２条第１５項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20－２ 



議案第２１号 

薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（令和６年

厚生労働省令第１６４号）の公布による指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとする

ものである。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21－１ 



薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２５年薩摩川内市条例第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

第１７８条第１３項中「栄養士又は」を「栄養士若しくは管理栄養士又は」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21－２ 



議案第２２号 

薩摩川内市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

薩摩川内市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部

を改正する省令（令和６年厚生労働省令第６１号）の公布による介護保険法施行

規則の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものである。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22－１ 



薩摩川内市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

薩摩川内市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める

条例（平成２７年薩摩川内市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「第１４０条の６６第１号ロ⑵」を「第１４０条の６６第１号

イ」に改める。 

第３条第１項中「の員数」を「及びその員数（地域包括支援センター運営協議

会が第１号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要

であると認めるときは、常勤換算方法（当該地域包括支援センターの職員の勤務

延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で

除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数

に換算する方法をいう。）によることができる。次項において同じ。）」に改め、

同条第２項の表以外の部分中「前項」を「第１項」に改め、同項の表おおむね 

１，０００人未満の項及びおおむね１，０００人以上２，０００人未満の項中

「前項各号」を「第１項各号」に改め、同表おおむね２，０００人以上 

３，０００人未満の項中「前項第１号」を「第１項第１号」に改め、同条第２項

を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援

センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センタ

ーが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第１号被保険者の数につい

て、おおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常勤

の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該

区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。

この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の

職員及びその員数は、同項各号に掲げる者のうちから２人とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22－２ 



議案第２３号 

薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例及び薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び薩

摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府

令第７号）の公布による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準の一部改正等に伴い、子ども・子育て支援新制度施行時に設け

られていた経過措置の一部について期限を延長するほか、所要の規定の整備を図

ろうとするものである。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23－１ 



薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例及び薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

（薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年薩摩川内市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」とい

う。）を実施する」に改め、同項第３号中「この号」の次に「及び第６項第１

号」を加え、同条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないことができる。 

⑴ 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

⑵ 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保育

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５

項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第

１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

第６条に次の４項を加える。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれ

かを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないことができる。 

⑴ 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、

次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

⑵ 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のた

めに必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困

難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当 
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該各号に定めるものをいう。 

⑴ 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保

育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

⑵ 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案

して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しな

いことができる。 

⑴ 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的

保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱

う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利

用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提

供されるよう必要な措置を講じているとき。 

⑵ 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の 

確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

７ 前項（第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的保育事業

者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所定員

が２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項

第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保

しなければならない。 

⑴ 子ども・子育て支援法第５９条の２第１項の規定による助成を受けてい

る者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とする

ものに限る。） 

⑵ 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする

施設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳

児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受け

ているもの 

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。  
第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第３４条の  

２０第１項第３号」に改める。  
附則第４項中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育

事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１５年」に改める。  
（薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正） 

第２条 薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年薩摩川内市条例第３０号）の一部を次のように

改正する。 

第３７条第１項中「小規模保育事業Ａ型をいう。」及び「小規模保育事業Ｂ

型をいう。」の次に「第４２条第３項において同じ。」を加える。 
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第４２条第１項中「この項」を「以下この項から第７項まで」に改め、同項

第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施す

る」に改め、同項第３号中「この号」の次に「及び第６項第１号」を加える。 

第４２条第４項を同条第１１項とし、同項の前に次の１項を加える。 

１０ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第 

１２項第２号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの 

（附則第５条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）につ

いては、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことがで

きる。 

第４２条第３項中「事業所内保育事業」の次に「（第３７条第２項の規定に

より定める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業

所内保育事業」という。）」を加え、「であって、第３７条第２項の規定によ

り定める利用定員が２０人以上のもの」を削り、同項を同条第９項とする。 

第４２条第２項中「前項本文」を「第１項本文」に改め、同項を同条第８項

とし、同項の前に次の６項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の 

全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないことができる。 

⑴ 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

⑵ 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小

規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に

係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいず

れかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないことができる。 

⑴ 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、

次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

⑵ 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進の

ために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく 
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困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。 

⑴ 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代

替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

⑵ 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案 

して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しな

いことができる。 

⑴ 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定による調整を行うに当たっ

て、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３

歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事

業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要

な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

⑵ 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設 

の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

７ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定地域型保育事業

者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入

所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを

第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切

に確保しなければならない。 

⑴ 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設 

（児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。） 

⑵ 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１項

に規定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項第１号

に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に

係る地方公共団体の補助を受けているもの 

附則第５条中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内保

育事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１５年」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２４号 

薩摩川内市国民健康保険診療施設条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

薩摩川内市国民健康保険診療施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市里診療所歯科医師住宅用地の分筆に伴い、その位置を変更しようと

するものである。 

これが本案提出の理由である。 
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薩摩川内市国民健康保険診療施設条例の一部を改正する条例 

 

薩摩川内市国民健康保険診療施設条例（平成１６年薩摩川内市条例第１５６号）

の一部を次のように改正する。 

第３条の表中 

「 

薩摩川内市里診療所歯科医師住宅 薩摩川内市里町里１６３２番地２ を 

                                  」  

「  

薩摩川内市里診療所歯科医師住宅 薩摩川内市里町里１６３２番地６ に 

                                  」  

改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２５号 

新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被

保険者等に対する傷病手当金に関する条例を廃止する条例の制定に

ついて 

 

新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被保険者等に

対する傷病手当金に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 
 

 

 

 

提  案  理  由  

新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被保険者等に

対して支給する傷病手当金について、保険給付を受けることができる期間が満了

することに伴い、当該条例を廃止しようとするものである。 

これが本案提出の理由である。 
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新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被

保険者等に対する傷病手当金に関する条例を廃止する条例 

 

新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被保険者等に

対する傷病手当金に関する条例（令和２年薩摩川内市条例第１７号）は、廃止す

る。 

附 則 

この条例は、令和７年５月８日から施行する。 
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議案第２６号 

薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について 

 

薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に

伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第１０２号）の

公布による水道法施行令の一部改正等に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理

者の資格を見直すほか、所要の規定の整備を図ろうとするものである。 

これが本案提出の理由である。 
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薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部改正） 

第１条 薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例（平成２５年薩摩川内市条例第３９号）の一

部を次のように改正する。 

第３条を次のように改める。 

（布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき

資格は、次のとおりとする。 

⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。

以下同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学におい  
て土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、３年以上水道、  
工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この項において「水道等」とい

う。）に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  
⑵ 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若し

くは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、４年以上

水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  
⑶ 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程（以下  

「専門職大学前期課程」という。）を含む。）若しくは高等専門学校又は

旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校（次号において

「短期大学等」という。）において土木科又はこれに相当する課程を修め

て卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号におい

て同じ。）、５年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者（２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。）  
⑷ 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。） 

⑸ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭

和１８年勅令第３６号）による中等学校（次号において「高等学校等」と

いう。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、７  
年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年６月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 
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⑹ 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。） 

⑺ １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。） 

⑻ 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科

において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、

又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了

した後、第１号の卒業者にあっては２年以上、第２号の卒業者にあっては

３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（第１号

の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

⑼ 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相当する

課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以

上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞれ当該各号に規定

する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。） 

⑽ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第二次

試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用

水道を選択した者に限る。）であって、１年以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者（６月以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。） 

⑾ 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項及び第２ 

項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、 

３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６

月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

２ 簡易水道事業、給水人口が５万人以下である水道事業又は１日最大給水量

が２万５，０００立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水 

道（以下「簡易水道等」という。）については、前項第１号中「３年以上水

道、工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この項において「水道等」と

いう。）に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは

「１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、

同項第２号中「４年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有す 

る者（２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」 

とあるのは「２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」 
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と、同項第３号中「５年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者（２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）」とあるのは「２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者」と、同項第４号中「６年以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者に限る。）」とあるのは「３年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者」と、同項第５号中「７年以上水道等に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年６月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「３年６月以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第６号中

「８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（４年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とある

のは「４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、

同項第７号中「１０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者に限る。）」とあるのは「５年以上水道の工事に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者」と、同項第８号中「２年以上、第２号の卒業

者にあっては３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者（第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６

月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」と

あるのは「１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６月以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第９号中「最低経験年数

以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞれ当該

各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「水道等の最低経験

年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」

と、同項第１０号中「１年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。）」とあるのは「６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者」と、同項第１１号中「３年以上水道等に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者に限る。）」とあるのは「１年６月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。  
第４条第１項中「条例で定める」の次に「水道技術管理者が有すべき」を加

え、同項第１号を次のように改める。 

⑴ 前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学

科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（専門職 

大学前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定する学校を卒

業した者については３年以上、同項第３号に規定する学校を卒業した者 

 

26－４ 



（専門職大学前期課程にあっては、修了した者）については５年以上、同

項第５号に規定する学校を卒業した者については７年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

第４条第１項第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学

以外の」を削り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科目」を「の課程

又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課

程を除く。）」に、「学校教育法による専門職大学の前期課程」を「専門職大

学前期課程」に、「同項第４号」を「同項第５号」に改め、同項第４号中「及

び第４号」を「又は第５号」に、「学科目」を「課程」に、「学校教育法に基

づく専門職大学の前期課程（以下この号において「専門職大学前期課程」とい 

う。）」を「専門職大学前期課程」に、「同項第４号」を「同項第５号」に改

め、同項第５号中「第２号」を「第１号若しくは第２号」に、「学科目」を 

「課程」に改め、同項第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大

臣」に改め、同号の次に次の２号を加える。 

⑺ 技術士法第４条第１項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合

格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。）

であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑻ 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に

係る一級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

第４条第２項中「簡易水道については、前項第１号中「簡易水道以外の水道」 

とあるのは「簡易水道」」を「簡易水道等又は１日最大給水量が１万立方メー

トル以下である専用水道については、前項第１号中「３年以上」とあるのは 

「１年６月以上」と、「５年以上」とあるのは「２年６月以上」と、「７年以

上」とあるのは「３年６月以上」」に、「２年６箇月」を「２年６月」に、 

「３年６箇月」を「３年６月」に、「４年６箇月」を「４年６月」に改め、 

「「最低経験年数の２分の１以上」」の次に「と、同項第７号中「１年以上」

とあるのは「６月以上」と、同項第８号中「３年以上」とあるのは「１年６月

以上」」を加える。 

（薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例（平成３１年薩摩川内

市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「この条例による改正後の薩摩川内市水道の布設工事監督者の

配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第３条第

１項第８号」を「薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並 

びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第３条第１項第１０号及び第４条

第１項第７号」に改める。 
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附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２７号 

薩摩川内市総合運動公園の有料公園施設等の指定管理者の指定につ

いて 

 

薩摩川内市総合運動公園の有料公園施設等の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

薩摩川内市総合運動公園の有料公園施設 

御陵下公園 

亀山小屋外運動場照明施設ほか１３施設（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市都市公園条例第１４条及び薩摩川内市屋外運動場照明施設条例第３

条の規定により、指定管理者として薩摩川内市総合運動公園の有料公園施設等の

管理を行わせている公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社の指定期間が、令

和７年３月３１日満了することとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、

これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市東郷町斧渕３６２番地 

２ 設立年月日  平成１０年３月１１日 

３ 従 業 員 数  ８２名 

４ 目   的   生涯学習の推進を図るため、薩摩川内市と連携し、芸術、文

化、スポーツ等の振興を図るとともに、市民に喜ばれる文化施

設、社会体育施設、公園その他公共施設の管理及び運営等に関

する事業を行い、もって市民福祉の向上に寄与することを目的

とする。 
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別表 

名      称  

亀山小屋外運動場照明施設 

可愛小屋外運動場照明施設 

川内小屋外運動場照明施設 

永利小屋外運動場照明施設 

育英小屋外運動場照明施設 

高来小屋外運動場照明施設 

城上小屋外運動場照明施設 

川内中央中屋外運動場照明施設 

水引中屋外運動場照明施設 

平成中屋外運動場照明施設 

平佐東屋外運動場照明施設 

市比野小屋外運動場照明施設 

東郷学園屋外運動場照明施設 

祁答院中屋外運動場照明施設 
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議案第２８号 

薩摩川内市藺牟田池自然公園施設及び薩摩川内市祁答院生態系保存

資料施設の指定管理者の指定について 

 

薩摩川内市藺牟田池自然公園施設及び薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

薩摩川内市藺牟田池自然公園施設及び薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設 

２ 指定管理者に指定する団体 

合同会社ＨＳ ＷＯＲＫＳ 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例第４条及び薩摩川内市祁答院生態系保存

資料施設条例第４条の規定により、指定管理者として薩摩川内市藺牟田池自然公

園施設及び薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設の管理を行わせている株式会社

小園建設の指定期間が、令和７年３月３１日満了することとなるので、新たに指

定管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

合同会社ＨＳ ＷＯＲＫＳの概要 

 

１  所  在  地   伊佐市大口堂崎５３９番地９ 

２ 設立年月日  平成２８年１０月５日 

３ 従 業 員 数  ８名  

４ 目   的   指定管理者業務の管理運営業務、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービ

ス等を営むことを目的とする。 
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議案第２９号 

道路メンテナンス事業飯母橋橋梁上部工工事請負契約の締結につい

て 

 

道路メンテナンス事業飯母橋橋梁上部工工事の請負契約を次のとおり締結する

ものとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  契 約 の 目 的  道路メンテナンス事業飯母橋橋梁上部工工事 

２ 契 約 の 方 法  総合評価一般競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  １７８，２００，０００円 

４ 契約の相手方  所在地  鹿児島市伊敷五丁目１７番５号 

会社名  コーアツ工業株式会社 

代表取締役  出  口  稔  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

本市が施行する道路メンテナンス事業飯母橋橋梁上部工工事について、工事請

負契約を締結したいが、これについては、薩摩川内市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を経る必

要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 考 

 

１  工 事 名  道路メンテナンス事業飯母橋橋梁上部工工事 

２ 工 事 場 所  薩摩川内市中村町地内 

３ 工 事 概 要  ポストテンション桁架設 Ｎ＝８本 

橋梁付属物工 一式 

４ 工   期 

⑴  着 手  市議会の議決の日 

⑵ 完 成  令和７年３月３１日 
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議案第３０号 

５災第１号市道江石里線道路災害復旧工事請負契約の変更について 

 

令和５年９月２０日の議決を経て締結した５災第１号市道江石里線道路災害復

旧工事の請負契約を次のとおり変更するものとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

区 分 変   更    前  変    更    後  

契 約 金 額 ２６５，８３７，０００円 ３０３，４０５，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

５災第１号市道江石里線道路災害復旧工事について、施工内容の一部を変更し

て実施する必要が生じたため、工事請負契約の変更をしようとするものである。 

これが本案提出の理由である。 
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参 考 

 

１  契約の相手方  所在地  薩摩川内市里町里１９３０番地 

会社名  株式会社塩田建設 

代表取締役  純  浦  勝  志  

２  工 事 名  ５災第１号市道江石里線道路災害復旧工事 

３ 工 事 場 所  薩摩川内市里町里地内 

４ 工    期   着  手  令和 ５ 年 ９ 月２０日 

完 成 令和 ７ 年１２月１０日 
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議案第３１号 

薩摩川内市入来公園施設の指定管理者の指定について 

 

薩摩川内市入来公園施設の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

薩摩川内市入来公園施設 

２ 指定管理者に指定する団体 

薩摩緑振協同組合 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市入来公園施設条例第３条の規定により、指定管理者として薩摩川内

市入来公園施設の管理を行わせている薩摩緑振協同組合の指定期間が、令和７年

３月３１日満了することとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、これに

ついては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必

要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

薩摩緑振協同組合の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市入来町副田３０６０番地 

２ 設立年月日  平成１７年３月２５日 

３ 従 業 員 数  ４ ２ 名  

４ 目   的   組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共

同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、か

つ、その経済的地位の向上を図り、さらに積極的に自然環境の

保全に努め社会の環境整備に寄与することを目的とする。 
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議案第３２号 

都市公園（川内地域及び樋脇地域）の指定管理者の指定について 

 

都市公園（川内地域及び樋脇地域）の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

都市公園のうち３５公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市都市公園条例第１４条の規定により、指定管理者として都市公園の

管理を行わせている公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社の指定期間が、令

和７年３月３１日満了することとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、

これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市東郷町斧渕３６２番地 

２ 設立年月日  平成１０年３月１１日 

３ 従 業 員 数  ８２名 

４ 目   的   生涯学習の推進を図るため、薩摩川内市と連携し、芸術、文

化、スポーツ等の振興を図るとともに、市民に喜ばれる文化施

設、社会体育施設、公園その他公共施設の管理及び運営等に関

する事業を行い、もって市民福祉の向上に寄与することを目的

とする。 
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別表 

名    称  位     置  

向田公園 薩摩川内市神田町１５１番地 

八坂公園 薩摩川内市大小路町２５０８番地 

春田川公園 薩摩川内市鳥追町１４８番地 

泰平寺公園 薩摩川内市大小路町２１０５番地２ 

芋野公園 薩摩川内市原田町２４７番地 

門田公園 薩摩川内市東大小路町１０７７番地 

上大島公園 薩摩川内市東大小路町７３６番地 

前田公園 薩摩川内市中郷四丁目１１４番地 

山田島公園 薩摩川内市中郷五丁目１２４番地 

香田公園 薩摩川内市中郷三丁目１３２番地 

野間島公園 薩摩川内市中郷一丁目７番地 

清水ヶ岡公園 薩摩川内市宮里町２９９３番地２１２ 

薩摩川内市総合運動公園 薩摩川内市運動公園町３０３０番地 

湯島公園 薩摩川内市湯島町３５３５番地１ 

隈之城公園 薩摩川内市隈之城町１２０４番地２ 

高原公園 薩摩川内市宮里町１６３０番地３３ 

外薗原公園 薩摩川内市勝目町５３１５番地２７ 

田海公園 薩摩川内市田海町１１番地３０ 

水引公園 薩摩川内市湯島町１５９０番地 

国分寺公園 薩摩川内市御陵下町６３２７番地 

宅満寺公園 薩摩川内市中郷一丁目３３２番地 

火扇公園 薩摩川内市中郷二丁目１１８番地 

前畑公園 薩摩川内市中郷一丁目１９９番地 

蛭田公園 薩摩川内市中郷三丁目１１７番地 

丸坊公園 薩摩川内市永利町４１３４番地４４ 

諏訪田公園 薩摩川内市永利町４１３４番地２１４ 

五代公園 薩摩川内市五代町１９１１番地 

前水流公園 薩摩川内市天辰町２２４番地１ 

三堂公園 薩摩川内市天辰町２８９番地３ 

笹脇公園 薩摩川内市天辰町５９５番地 

古原公園 薩摩川内市天辰町１４５６番地５ 

東口親水公園 薩摩川内市平佐一丁目１９番地 

田麦公園 薩摩川内市天辰町８６６番地１ 

丸山公園 薩摩川内市樋脇町塔之原１２７７８番地 

丸山自然公園 薩摩川内市樋脇町塔之原１２７００番地 

注 薩摩川内市総合運動公園の有料公園施設は除く。 
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議案第３３号 

都市公園（樋脇地域）及び普通公園（入来地域及び祁答院地域）の

指定管理者の指定について 

 

都市公園（樋脇地域）及び普通公園（入来地域及び祁答院地域）の指定管理者

を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

都市公園のうち１公園及び普通公園のうち３公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

公益社団法人薩摩川内市シルバー人材センター 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市都市公園条例第１４条及び薩摩川内市普通公園条例第１３条の規定

により、指定管理者として都市公園及び普通公園の管理を行わせている公益社団

法人薩摩川内市シルバー人材センターの指定期間が、令和７年３月３１日満了す

ることとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、これについては、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

公益社団法人薩摩川内市シルバー人材センターの概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市百次町１０９０番地１ 

２ 設立年月日  昭和６０年１２月１９日 

３ 従 業 員 数  会員５４５名 

４ 目   的   定年退職者等の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的

かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務に係るものの機会を

確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供すること等によ

り、その就業を援助して、これらの者の生きがいの充実及び社

会参加の推進を図ることにより、高年齢者の能力を生かした活

力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。 
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別表 

名    称  位     置  

市比野公園（都市公園） 薩摩川内市樋脇町市比野２４９１番地１ 

朝陽ふるさと公園（普通公園） 薩摩川内市入来町浦之名１１７２６番地７ 

桜公園（普通公園） 薩摩川内市祁答院町上手７４７番地 

大村公園（普通公園） 薩摩川内市祁答院町下手２７４２番地１ 
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議案第３４号 

普通公園（川内地域）の指定管理者の指定について 

 

普通公園（川内地域）の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

普通公園のうち１０公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市普通公園条例第１３条の規定により、指定管理者として普通公園の

管理を行わせている公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社の指定期間が、令

和７年３月３１日満了することとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、

これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市東郷町斧渕３６２番地 

２ 設立年月日  平成１０年３月１１日 

３ 従 業 員 数  ８２名 

４ 目   的   生涯学習の推進を図るため、薩摩川内市と連携し、芸術、文

化、スポーツ等の振興を図るとともに、市民に喜ばれる文化施

設、社会体育施設、公園その他公共施設の管理及び運営等に関

する事業を行い、もって市民福祉の向上に寄与することを目的

とする。 
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別表 

名    称  位     置  

西開聞運動広場 薩摩川内市西開聞町６２２番地１地先 

白浜運動広場 薩摩川内市白浜町地先 

清水運動広場 薩摩川内市宮里町清水地先 

アメニティ遊歩道 薩摩川内市西開聞町下流地先ほか 

西開聞都市緑地 薩摩川内市西開聞町下流地先 

田海都市緑地 薩摩川内市田海町五本松地先 

小倉運動広場 薩摩川内市小倉町立山地先 

川内川宮里公園 薩摩川内市宮里町下水流地先 

田海導水記念公園 薩摩川内市田海町長刀崎地先 

御陵下権現原公園 薩摩川内市御陵下町６１１０番地１０ 
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議案第３５号 

普通公園（川内地域、樋脇地域及び東郷地域）の指定管理者の指定

について 

 

普通公園（川内地域、樋脇地域及び東郷地域）の指定管理者を次のとおり指定

する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

普通公園のうち６０公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

株式会社セグチ 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市普通公園条例第１３条の規定により、指定管理者として普通公園の

管理を行わせている公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社の指定期間が、令

和７年３月３１日満了することとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、

これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

株式会社セグチの概要 

 

１  所  在  地   鹿児島市川田町１１９６番地１ 

２ 設立年月日  平成６年４月２５日 

３ 従 業 員 数  １ ８ 名 

４ 目   的   造園及び緑化事業の請負、設計、施工、管理等の事業を営む

ことを目的とする。 
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別表 

名    称  位     置  

丸坊緑地 薩摩川内市永利町４１３９番地１ 

立山緑地 薩摩川内市天辰町５７番地 

都公園 薩摩川内市都町３９６７番地１ 

前向公園 薩摩川内市五代町１８７５番地２ 

高原第１公園 薩摩川内市宮里町１７３１番地３８ 

高原第２公園 薩摩川内市宮里町１６３３番地２４ 

高原第３公園 薩摩川内市宮里町１６３３番地３０ 

七迫公園 薩摩川内市五代町７８１６番地２ 

庵ノ城公園 薩摩川内市平佐町２１００番地２４ 

馬ノ江公園 薩摩川内市小倉町１１９８番地９ 

松迫公園 薩摩川内市中福良町２２５４番地４０ 

砂畑公園 薩摩川内市宮里町５００番地２ 

天神坊公園 薩摩川内市平佐町４２０８番地２ 

旭公園 薩摩川内市高城町２４０４番地１７ 

楠元公園 薩摩川内市楠元町１６３番地 

薩摩迫公園 薩摩川内市百次町１０４１番地２１ 

大石河内公園 薩摩川内市永利町３４３５番地４ 

池尻公園 薩摩川内市隈之城町１３９番地１ 

近田公園 薩摩川内市永利町４１３４番地２４７ 

川江公園 薩摩川内市五代町７４３７番地１ 

小松城公園 薩摩川内市宮内町２５２３番地７ 

大明原公園 薩摩川内市田崎町６５８番地２２ 

前迫公園 薩摩川内市平佐町４５４６番地９ 

上川原田公園 薩摩川内市勝目町３８５２番地１３ 

公仏公園 薩摩川内市御陵下町３２０３番地３ 

城前公園 薩摩川内市宮内町２９１８番地１２ 

白坂原公園 薩摩川内市平佐町４４８５番地９ 

今村公園 薩摩川内市百次町２２７５番地１８ 

後田公園 薩摩川内市御陵下町６３６７番地１７ 

百次川原第１公園 薩摩川内市百次町１９５９番地１４ 

百次川原第２公園 薩摩川内市百次町１９５９番地４７ 

百次川原第３公園 薩摩川内市百次町１９８４番地８ 

高城高山公園 薩摩川内市高城町４６２６番地１３ 

中郷京田公園 薩摩川内市中郷町２３３３番地２ 

平佐小原迫公園 薩摩川内市平佐町１２６１番地５ 

上川内権現前公園 薩摩川内市上川内町２８３２番地５ 
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轟木公園 薩摩川内市田崎町４０８番地１ 

上川内楠元公園 薩摩川内市上川内町５１１４番地１地先 

かんば公園 薩摩川内市上川内町５０９６番地９ 

下目緑地 薩摩川内市東大小路町１２３７番地１ 

田海第１都市緑地 薩摩川内市田海町１１番地８４ 

田海第２都市緑地 薩摩川内市田海町１１番地８９ 

田海第３都市緑地 薩摩川内市田海町１１番地９５ 

田海第４都市緑地 薩摩川内市田海町２００番地５ 

猫岳展望所 薩摩川内市高江町２３１０番地 

天神池展望所 薩摩川内市国分寺町６６６８番地２７ 

日笠山展望所 薩摩川内市永利町３６６８番地１ 

西向田ポケットパーク 薩摩川内市西向田町２６２番地１ 

太平橋ポケットパーク 薩摩川内市東開聞町１７９番地 

可愛山陵下緑地 薩摩川内市御陵下町２７２０番地４０ 

隈之城川公園 薩摩川内市若松町１０２番地先 

天神迫公園 薩摩川内市平佐町４２７０番地６ 

第２薩摩迫公園 薩摩川内市百次町１０３０番地２７ 

八間川水辺の楽校公園 薩摩川内市高江町２２６番地先 

永利フォレストパーク公園 薩摩川内市永利町３１０９番地２４ 

天神池公園 薩摩川内市中郷町５０３１番地２ 

角浦公園 薩摩川内市田海町１５９４番地３ 

八幡河川公園 薩摩川内市樋脇町塔之原４１４５番地１地先 

樋渡川多目的運動公園 薩摩川内市東郷町斧渕８６３６番地 

東郷平和公園 薩摩川内市東郷町斧渕４６７５番地４ 
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議案第３６号 

普通公園（樋脇地域）の指定管理者の指定について 

 

普通公園（樋脇地域）の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

普通公園のうち１１公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

公益社団法人薩摩川内市シルバー人材センター 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市普通公園条例第１３条の規定により、指定管理者として普通公園の 

管理を行わせている公益社団法人薩摩川内市シルバー人材センターの指定期間が、 

令和７年３月３１日満了することとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、 

これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

公益社団法人薩摩川内市シルバー人材センターの概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市百次町１０９０番地１ 

２ 設立年月日  昭和６０年１２月１９日 

３ 従 業 員 数  会員５４５名 

４ 目   的   定年退職者等の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的

かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務に係るものの機会を

確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供すること等によ

り、その就業を援助して、これらの者の生きがいの充実及び社

会参加の推進を図ることにより、高年齢者の能力を生かした活

力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。 
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別表 

名    称  位     置  

小野河川公園 薩摩川内市樋脇町市比野２２１５番地１ 

樋脇鉄道記念公園 薩摩川内市樋脇町塔之原８１４番地２ 

湯之滝公園 薩摩川内市樋脇町市比野２５６２番地１ 

指月第１公園 薩摩川内市樋脇町市比野３２３０番地８９ 

指月第２公園 薩摩川内市樋脇町市比野３２００番地１１７ 

グリーンヒル公園 薩摩川内市樋脇町市比野２３１番地２３ 

サンライト公園 薩摩川内市樋脇町市比野８７８番地９ 

宮元公園 薩摩川内市樋脇町市比野６０番地１９ 

田代第１公園 薩摩川内市樋脇町塔之原９４９５番地１６ 

田代第２公園 薩摩川内市樋脇町塔之原９４１０番地４８ 

向湯団地公園 薩摩川内市樋脇町市比野４４９１番地３１ 
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議案第３７号 

普通公園（東郷地域）の指定管理者の指定について 

 

普通公園（東郷地域）の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

普通公園のうち５公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

斧渕地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市普通公園条例第１３条の規定により、指定管理者として普通公園の

管理を行わせている斧渕地区コミュニティ協議会の指定期間が、令和７年３月 

３１日満了することとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、これについ

ては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要が

ある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

斧渕地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市東郷町斧渕６１８番地４ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１日 

３ 目   的   斧渕地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、斧渕地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 
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別表 

名    称  位     置  

舟倉公園 薩摩川内市東郷町斧渕２９９番地２ 

あけぼの第１公園 薩摩川内市東郷町斧渕１３３６番地２３ 

あけぼの第２公園 薩摩川内市東郷町斧渕１４５０番地 

あけぼの第３公園 薩摩川内市東郷町斧渕１４９６番地１８ 

五社ホープタウン第１公園 薩摩川内市東郷町斧渕１５９１番地４２ 
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議案第３８号 

普通公園（里地域）の指定管理者の指定について 

 

普通公園（里地域）の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

普通公園のうち７公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

開発供給株式会社 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市普通公園条例第１３条の規定により、指定管理者として普通公園の

管理を行わせている開発供給株式会社の指定期間が、令和７年３月３１日満了す

ることとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、これについては、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

開発供給株式会社の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市里町里３１９２番地 

２ 設立年月日  昭和５０年１１月２０日 

３ 従 業 員 数  ７ 名  

４ 目   的   各種建設機械の賃貸、建築資材の卸売及び小売販売業等の事

業を営むことを目的とする。 
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別表 

名    称  位     置  

トンボロの里みなと公園 薩摩川内市里町里１６１９番地７ 

西の浜緑地公園 薩摩川内市里町里３３１５番地２ 

松原公園 薩摩川内市里町里３３８２番地１ 

城山公園 薩摩川内市里町里１６７１番地 

武家屋敷通り公園 薩摩川内市里町里１５８９番地 

長目の浜展望所 薩摩川内市里町里３０３８番地１ 

ふれあいパーク鍬崎 薩摩川内市里町里２９６７番地１ 
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議案第３９号 

普通公園（上甑地域）の指定管理者の指定について 

 

普通公園（上甑地域）の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

普通公園のうち９公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

昌和建設株式会社 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市普通公園条例第１３条の規定により、指定管理者として普通公園の

管理を行わせている昌和建設株式会社の指定期間が、令和７年３月３１日満了す

ることとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、これについては、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

昌和建設株式会社の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市上甑町中甑３４１番地の２ 

２ 設立年月日  昭和４３年５月３１日 

３ 従 業 員 数  １９名 

４ 目   的   建設業等の事業を営むことを目的とする。 
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別表 

名    称  位     置  

むつみ公園 薩摩川内市上甑町中甑７０番地１１ 

田之尻展望所 薩摩川内市上甑町瀬上９２番地２２ 

橋の広場展望所 薩摩川内市上甑町中甑１４６４番地１ 

岩の広場公園 薩摩川内市上甑町中甑１４６６番地 

花の広場公園 薩摩川内市上甑町中甑１４６６番地 

風の丘公園 薩摩川内市上甑町平良５３５番地３ 

かの子ふれあい広場公園 薩摩川内市上甑町平良５３４番地１ 

帽子山展望所 薩摩川内市上甑町平良３６３番地 

ふれあいパーク浦内 薩摩川内市上甑町瀬上８８８番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39－３ 



議案第４０号 

普通公園（下甑地域）の指定管理者の指定について 

 

普通公園（下甑地域）の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

普通公園のうち１７公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

太伸建設株式会社 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市普通公園条例第１３条の規定により、指定管理者として普通公園の

管理を行わせている太伸建設株式会社の指定期間が、令和７年３月３１日満了す

ることとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、これについては、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

太伸建設株式会社の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市下甑町片野浦３９２番地 

２ 設立年月日  昭和５１年１１月２７日 

３ 従 業 員 数  １ ０ 名 

４ 目   的   土木建築請負業等の事業を営むことを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40－２ 



別表 

名    称  位     置  

下甑しんきろうの丘公園 薩摩川内市下甑町瀬々野浦７９６番地１ 

薩摩半島眺望の丘公園 薩摩川内市下甑町青瀬４７番地４ 

松島展望所 薩摩川内市下甑町瀬々野浦１５９１番地 

釣掛崎自然公園 薩摩川内市下甑町手打２３８３番地１ 

長浜緑地公園 薩摩川内市下甑町長浜９１３番地３ 

手打ふれあい広場公園 薩摩川内市下甑町手打１３１２番地イ 

津口番所跡広場公園 薩摩川内市下甑町手打５００番地３ 

旧下甑村役場跡広場公園 薩摩川内市下甑町手打城向７６９番地４ 

前の平展望所 薩摩川内市下甑町瀬々野浦１２０１番地３ 

下甑多目的広場公園 薩摩川内市下甑町手打２０６３番地１ 

下甑ふれあいの森公園 薩摩川内市下甑町手打２０８０番地１ 

貴船観音公園 薩摩川内市下甑町長浜９９２番地１ 

下甑三叉路広場公園 薩摩川内市下甑町手打３９５４番地１ 

片野浦浜田公園 薩摩川内市下甑町片野浦４６９番地２５ 

片野浦岡公園 薩摩川内市下甑町片野浦２５９番地１ 

片野浦第１ポケットパーク 薩摩川内市下甑町片野浦３６９番地１ 

ふれあいパーク片野浦 薩摩川内市下甑町片野浦１５２番地２地先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40－３ 



議案第４１号 

普通公園（鹿島地域）の指定管理者の指定について 

 

普通公園（鹿島地域）の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

普通公園のうち１０公園（別表のとおり） 

２ 指定管理者に指定する団体 

太伸建設株式会社 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市普通公園条例第１３条の規定により、指定管理者として普通公園の

管理を行わせている太伸建設株式会社の指定期間が、令和７年３月３１日満了す

ることとなるので、新たに指定管理者を指定したいが、これについては、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

太伸建設株式会社の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市下甑町片野浦３９２番地 

２ 設立年月日  昭和５１年１１月２７日 

３ 従 業 員 数  １ ０ 名 

４ 目   的   土木建築請負業等の事業を営むことを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41－２ 



別表 

名    称  位     置  

花瀬緑地公園 薩摩川内市鹿島町藺牟田５０７番地２ 

鹿島健康交流公園 薩摩川内市鹿島町藺牟田２３８８番地 

鳥ノ巣山展望所 薩摩川内市鹿島町藺牟田８６３番地１ 

藺落展望所 薩摩川内市鹿島町藺牟田１３２５番地 

八尻展望所 薩摩川内市鹿島町藺牟田３６５７番地８ 

鹿島多目的広場公園 薩摩川内市鹿島町藺牟田２４４６番地 

百合草原藺落公園 薩摩川内市鹿島町藺牟田２４６６番地 

ふれあいパーク鹿島 薩摩川内市鹿島町藺牟田３６４６番地１６ 

夜萩円山公園 薩摩川内市鹿島町藺牟田１０１８番地１ 

鹿島中央公園 薩摩川内市鹿島町藺牟田１５２８番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41－３ 



議案第４２号 

薩摩川内市寺山いこいの広場の指定管理者の指定について 

 

薩摩川内市寺山いこいの広場の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

薩摩川内市寺山いこいの広場 

２ 指定管理者に指定する団体 

公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 

３ 指定する期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市寺山いこいの広場条例第３条の規定により、指定管理者として薩摩

川内市寺山いこいの広場の管理を行わせている公益財団法人薩摩川内市民まちづ

くり公社の指定期間が、令和７年３月３１日満了することとなるので、新たに指

定管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市東郷町斧渕３６２番地 

２ 設立年月日  平成１０年３月１１日 

３ 従 業 員 数  ８２名 

４ 目   的   生涯学習の推進を図るため、薩摩川内市と連携し、芸術、文

化、スポーツ等の振興を図るとともに、市民に喜ばれる文化施

設、社会体育施設、公園その他公共施設の管理及び運営等に関

する事業を行い、もって市民福祉の向上に寄与することを目的

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42－２ 



議案第４３号 

薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 

薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

老朽化の著しい中郷住宅２棟９戸及び宇都住宅１棟４戸について、その用途を

廃止しようとするものである。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43－１ 



薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

薩摩川内市営住宅条例（平成１６年薩摩川内市条例第２８３号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１中 

「 

中郷住宅 
中郷町６５６０ 

番地 

簡易耐火構造平家

建 2 6 36.0 昭和 39 年度  

を  

簡易耐火構造平家

建 3 11 31.0 昭和 39 年度  

簡易耐火構造平家

建 3 11 36.0 昭和 40 年度  

簡易耐火構造平家

建 5 17 31.0 昭和 40 年度  

簡易耐火構造平家

建 2 7 36.0 昭和 41 年度  

簡易耐火構造平家

建 2 8 36.4 昭和 44 年度  

簡易耐火構造平家

建 3 16 31.4 昭和 44 年度  

                                   」  

「  

中郷住宅 
中郷町６５６０ 

番地 

簡易耐火構造平家

建 
2 6 36.0 昭和 39 年度  

に、 

簡易耐火構造平家

建 
2 7 31.0 昭和 39 年度  

簡易耐火構造平家

建 
3 11 36.0 昭和 40 年度  

簡易耐火構造平家

建 
5 17 31.0 昭和 40 年度  

簡易耐火構造平家

建 
2 7 36.0 昭和 41 年度  

簡易耐火構造平家

建 
2 8 36.4 昭和 44 年度  

簡易耐火構造平家

建 
2 11 31.4 昭和 44 年度  

                                   」  

「  

宇都住宅 
東郷町斧渕 

４８６８番地１ 

簡易耐火構造平家

建 
2 8 43.2 昭和 50 年度  

を  
簡易耐火構造平家

建 
3 9 46.6 昭和 51 年度  

                                   」  

「  

宇都住宅 
東郷町斧渕 

４８６８番地１ 

簡易耐火構造平家

建 
1 4 43.2 昭和 50 年度  

に  
簡易耐火構造平家

建 
3 9 46.6 昭和 51 年度  

                                   」  

改める。 

 

43－２ 



附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43－３ 



議案第４４号 

薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 

薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

老朽化の著しい中津住宅１棟２戸について、その用途を廃止しようとするもの

である。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44－１ 



薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例 

 

薩摩川内市一般住宅条例（平成１６年薩摩川内市条例第２８４号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１中津住宅の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44－２ 



議案第５３号 

令和７年度薩摩川内市一般会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市一般会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53－１ 



議案第５４号 

令和７年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54－１ 



議案第５５号 

令和７年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55－１ 



議案第５６号 

令和７年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予算は、別紙の

とおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56－１ 



議案第５７号 

令和７年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計予算は、別紙の

とおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57－１ 



議案第５８号 

令和７年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計予

算 

 

令和７年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計予算は、別紙

のとおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58－１ 



議案第５９号 

令和７年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59－１ 



議案第６０号 

令和７年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は、別紙の

とおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60－１ 



議案第６１号 

令和７年度薩摩川内市介護保険事業特別会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市介護保険事業特別会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61－１ 



議案第６２号 

令和７年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計予算は、別紙のとおりとす

る。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62－１ 



議案第６３号 

令和７年度薩摩川内市水道事業会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市水道事業会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63－１ 



議案第６４号 

令和７年度薩摩川内市簡易水道事業会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市簡易水道事業会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64－１ 



議案第６５号 

令和７年度薩摩川内市下水道事業会計予算 

 

令和７年度薩摩川内市下水道事業会計予算は、別紙のとおりとする。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65－１ 


